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歴
史
的
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
数
刻
銘
文
資
料
が
語
る
も
の

西
暦
一
二
i
一
五
世
紀
ア
ナ
ト
リ
ア
の
場
合

井

谷

岡釜

造

歴史的なモニュメントの碑刻銘文資料が語るもの（井谷）

【
要
約
】
　
本
稿
で
は
実
地
調
査
に
基
づ
く
、
西
暦
｝
ニ
ー
一
五
世
紀
の
ア
ナ
ト
リ
ア
に
残
さ
れ
た
各
種
の
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
に
付
さ
れ
た
碑
板
や
刻
苧

の
実
例
十
五
点
を
テ
ク
ス
ト
と
共
に
提
示
し
て
内
容
を
紹
介
し
た
。
｝
ニ
ー
＝
二
世
紀
の
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
、
支
配
者
の
称
号
は
「
ス
ル
タ
ー
ン
偏
で

あ
り
、
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
の
ハ
リ
ー
フ
ァ
へ
の
臣
従
を
示
す
表
現
に
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
。
皿
四
世
紀
前
半
の
ベ
イ
リ
ク
時
代
は
「
ス
ル
タ
ー
ン
」
称
号

は
用
い
ら
れ
ず
、
支
配
者
は
「
偉
大
な
ア
ミ
ー
ル
」
を
名
乗
る
。
一
四
世
紀
後
半
に
な
っ
て
諸
ベ
イ
リ
ク
で
の
「
ス
ル
タ
ー
ン
」
称
号
使
用
が
復
活
す
る
。

オ
ス
マ
ー
ン
朝
は
「
ス
ル
タ
…
ン
」
に
加
え
て
ム
ラ
ー
ド
一
世
の
蒔
代
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
ア
ナ
ト
リ
ア
で
は
モ
ン
ゴ
ル
支
配
時
代
の
一
時
期
を
除
い
て

使
用
例
が
見
ら
れ
な
い
「
ハ
ー
カ
ー
ン
」
称
号
及
び
「
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
・
ハ
ー
ン
一
の
よ
う
な
表
現
を
使
用
し
始
め
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
称
号
や

表
現
の
使
用
は
継
承
さ
れ
、
オ
ス
マ
ー
ン
朝
と
い
う
国
家
の
支
配
者
の
自
己
認
識
の
特
徴
の
一
つ
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
一
巻
一
号
　
二
〇
〇
八
年
〔
月

は
　
じ
　
め
　
に

本
稿
は
、
西
暦
一
型
ー
　
五
世
紀
の
ア
ナ
ト
リ
ア
に
残
さ
れ
た
歴
史
的
な
建
造
物
（
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
）
な
ど
に
残
さ
れ
た
碑
劾
銘
文
資
料
を

紹
介
し
、
そ
れ
ら
を
残
し
た
当
時
の
支
配
寝
た
ち
が
歴
史
上
自
ら
を
い
か
な
る
者
と
し
て
意
識
し
、
歴
史
上
に
残
そ
う
と
し
て
い
た
か
を
探
る

試
み
で
あ
る
。
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ま
ず
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
碑
刻
銘
文
資
料
が
付
さ
れ
た
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
筆
者
の
考
え

を
提
示
し
て
お
き
た
い
。
手
近
に
あ
る
辞
書
を
繰
っ
て
み
る
と
、
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
と
い
う
言
葉
の
語
源
は
ラ
テ
ン
語
の
鰺
。
毒
日
魯
ε
白
で

あ
り
、
そ
れ
は
動
詞
臼
○
器
○
（
「
思
い
起
こ
す
」
「
回
想
す
る
扁
）
に
由
来
す
る
名
詞
で
、
「
あ
る
人
物
の
記
念
に
建
て
ら
れ
た
彫
像
、
建
造
物
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
う
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
文
明
の
発
祥
地
で
あ
り
、
他
の
ど
こ
よ
り
も
記
録
に
残
る
長
い
歴
史
を
持
っ
て
き
た
西
ア
ジ
ア
、
北
ア
フ
リ

カ
に
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
造
営
さ
れ
、
今
も
残
る
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
が
沢
山
あ
る
。
本
稿
で
扱
う
ア
ナ
ト
リ
ア
地
域
に
限
っ
て
も
亡
く

は
先
史
時
代
か
ら
ヒ
ッ
タ
イ
ト
時
代
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
・
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
時
代
、
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
帝
国
時
代
、
セ
ル
ジ
ュ
ク
（
セ
ル
ジ
ュ
ー

ク
）
朝
時
代
、
オ
ス
マ
ー
ン
帝
国
時
代
の
各
時
代
に
多
数
の
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
、
現
在

ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
、
有
名
な
観
光
地
と
な
り
、
遺
跡
を
残
し
た
当
時
の
人
々
と
は
、
精
神
的
・
宗
教
的
に
ほ
と
ん
ど

全
く
何
の
歴
史
的
な
つ
な
が
り
も
な
い
、
現
代
の
周
辺
住
民
な
ど
に
観
光
資
源
と
し
て
大
き
な
経
済
的
利
益
を
与
え
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
現
状
を
考
え
る
と
、
観
光
や
そ
の
対
象
で
あ
る
文
化
遺
産
と
し
て
、
著
名
な
遺
跡
や
そ
れ
ら
に
残
さ
れ
た
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
は
現

代
で
も
大
き
な
文
化
的
・
歴
史
的
・
経
済
的
、
時
に
は
政
治
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
現
存
す
る
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
の
中
に
は
、
か
つ
て
は
キ
リ
ス
ト
教
世
界
を
代
表
す
る
壮
大
な
教
会
堂
で
あ
っ
た
浅
官
ア
・
ソ
フ
ィ
ヤ
が
、

オ
ス
マ
ー
ン
朝
に
よ
る
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
征
服
後
、
ム
ス
リ
ム
が
礼
拝
に
用
い
る
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
（
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
重
要
な
金
曜
日
の
集
団
礼
拝
に

使
用
さ
れ
る
、
規
模
の
大
き
な
礼
拝
所
）
に
永
ら
く
転
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
や
、
イ
ベ
リ
ア
半
島
で
は
、
ム
ス
リ
ム
の
造
ら
せ
た
有
名
な

「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
の
内
部
に
後
世
キ
リ
ス
ト
教
の
勝
利
を
記
念
す
る
新
た
な
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
が
造
ら
れ
る
と
い
っ
た
例
（
グ
ラ
ナ
ダ
の

「
ア
ル
ハ
ン
ブ
ラ
」
宮
殿
や
コ
ル
ド
バ
の
「
メ
ス
キ
ー
タ
」
）
も
あ
っ
た
。
西
暦
一
一
1
～
五
世
紀
に
対
照
的
な
歴
史
を
辿
っ
た
、
地
中
海
北
岸
の
東

西
に
位
置
す
る
イ
ベ
リ
ア
半
島
と
ア
ナ
ト
リ
ア
で
は
、
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
に
つ
い
て
も
全
く
対
照
的
な
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
て
き
た
と
い
え

る
。
片
や
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
の
精
華
と
い
う
べ
き
優
雅
な
建
築
物
の
中
に
、
カ
ト
リ
ク
の
礼
拝
堂
や
宮
殿
が
建
立
さ
れ
、
一
方
、
キ
リ
ス
ト
教

世
界
最
大
を
誇
っ
た
教
会
堂
の
内
外
に
、
マ
ナ
ー
ラ
（
礼
拝
へ
の
呼
び
か
け
を
行
な
う
尖
塔
）
、
ミ
フ
ラ
ー
ブ
（
聖
地
マ
ッ
カ
の
方
向
を
示
す
壁
面
の
く
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ぼ
み
）
、
ミ
ン
バ
ル
（
説
教
壇
）
な
ど
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
勝
利
を
明
示
す
る
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
が
付
加
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
の
例
は
他
に
も
枚
挙
に
蓬
な
く
、
現
在
の
ト
ル
コ
共
和
国
や
エ
ス
パ
ー
ニ
ャ
王
国
に
限
ら
ず
、
地
中
海
沿
岸
、
西
ア
ジ

ア
、
申
央
ア
ジ
ア
、
南
ア
ジ
ア
、
そ
の
他
多
く
の
地
域
に
見
ら
れ
る
現
象
の
よ
う
で
あ
る
。

　
と
り
わ
け
、
宗
教
や
国
家
な
ど
の
権
威
や
尊
厳
の
象
徴
と
し
て
建
造
さ
れ
た
歴
史
的
な
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
の
場
合
、
そ
れ
ら
を
出
現
せ
し

め
、
そ
れ
ら
を
支
え
て
き
た
精
神
的
・
世
俗
的
権
勢
の
盛
衰
消
長
と
共
に
、
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
自
体
が
時
代
の
趨
勢
に
翻
弄
さ
れ
続
け
て
き
た

と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
現
代
に
生
き
る
我
々
が
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
は
、
時
代
の
趨
勢
の
中
で
頻
発

し
た
で
あ
ろ
う
人
間
社
会
の
激
動
や
天
災
に
耐
え
て
廃
嘘
と
な
る
こ
と
を
免
れ
た
幸
運
の
象
徴
と
い
え
る
。
筆
者
な
ど
が
日
本
国
内
で
も
、
外

国
で
も
様
々
な
種
類
の
歴
史
的
な
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
を
前
に
し
て
、
何
が
し
か
の
感
懐
（
時
に
は
強
い
感
銘
）
を
抱
く
の
を
禁
じ
え
な
い
の
は
、

そ
の
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
が
表
徴
し
て
い
る
、
特
定
の
宗
教
や
国
家
の
威
信
そ
の
も
の
よ
り
も
、
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
自
体
が
積
み
重
ね
て
き

た
年
月
の
長
さ
と
そ
の
間
に
経
験
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
時
代
の
変
転
を
追
想
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
①
9
ミ
き
霧
§
塁
ミ
貯
§
も
鳩
曵
韓
艶
ミ
§
ミ
g
話
唱
邑
ρ
卜
）
O
O
騨
も
層
置
蒔

1

西
暦
＝
「
1
一
五
世
紀
の
ア
ナ
ト
リ
ア
に
残
さ
れ
た
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
の
碑
刻
銘
文
資
料

　
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
十
年
間
に
わ
た
っ
て
西
ア
ジ
ア
、
中
央
ア
ジ
ア
で
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
た
り
、
現
存
す
る
建
物
に
残
さ
れ
て
い
る
ア
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ビ
ア
文
字
の
碑
板
、
遺
物
の
刻
銘
文
な
ど
を
調
査
し
て
解
読
す
る
研
究
を
続
け
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
筆
者
が
行
な
っ
て
き
た
、
こ
う
し
た
調

査
研
究
の
成
果
に
基
づ
い
て
、
特
に
時
間
を
か
け
て
調
査
研
究
を
継
続
し
て
い
る
、
ア
ナ
ト
リ
ア
地
域
（
以
下
で
紹
介
す
る
碑
板
の
一
点
は
現
在

の
ギ
リ
シ
ア
共
和
国
内
、
も
う
一
点
は
ト
ル
コ
共
和
国
の
バ
ル
カ
ン
半
島
側
1
1
東
ル
！
メ
リ
に
あ
る
）
に
西
暦
一
二
世
紀
の
後
半
か
ら
オ
ス
マ
ー
ン
帝
国

が
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
帝
国
の
首
都
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
（
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
）
を
征
服
す
る
に
至
る
、
一
五
世
紀
の
前
半
ま
で
の
期
間
に
残

さ
れ
た
歴
史
的
な
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
（
う
ち
一
点
は
建
造
物
で
は
な
く
、
木
製
の
ミ
ン
バ
ル
で
あ
る
）
の
碑
刻
銘
文
テ
ク
ス
ト
と
日
本
語
訳
を
提
示
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し
て
、
そ
れ
ら
に
現
れ
て
い
る
各
時
代
の
支
配
者
（
ス
ル
タ
ー
ン
な
ど
）
が
用
い
た
称
号
の
変
遷
に
注
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
碑
板
な
ど
が
付
さ
れ

た
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
設
立
の
時
代
背
景
な
ど
を
考
察
し
て
み
た
い
。

　
碑
刻
銘
文
資
料
テ
ク
ス
ト
の
提
示
に
当
た
っ
て
は
、
な
る
べ
く
多
く
の
例
を
挙
げ
る
の
が
よ
い
が
、
本
稿
で
は
紙
数
の
心
掛
も
あ
り
、
筆
者

の
収
集
し
た
資
料
の
中
か
ら
厳
選
し
て
、
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
ス
ル
タ
ー
ン
た
ち
自
身
が
建
造
を
命
じ
た
よ
う
な
、
ア
ナ
ト
リ
ア
に
お
け
る

西
暦
一
二
…
一
五
世
紀
の
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
と
し
て
有
名
な
建
築
物
等
に
付
さ
れ
た
碑
板
な
ど
を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
ま
で
調
査
し
て
き
た

碑
板
の
中
に
は
「
ス
ル
タ
ー
ン
○
○
○
の
御
世
に
弱
き
僕
で
あ
る
×
×
×
に
よ
っ
て
建
設
が
命
じ
ら
れ
た
」
と
い
う
表
現
形
式
を
取
る
も
の
が

多
い
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
一
例
（
3
1
④
碑
板
）
を
除
き
、
支
配
者
た
ち
自
身
が
建
設
や
製
作
を
命
じ
た
（
勅
願
の
）
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」

を
取
り
上
げ
た
。
従
っ
て
、
本
稿
で
扱
う
夕
刻
銘
文
資
料
に
現
れ
る
支
配
者
た
ち
の
称
号
は
、
彼
ら
が
そ
の
使
用
を
承
認
し
た
と
考
え
ら
れ
る

「
自
称
」
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
表
現
や
称
号
か
ら
当
時
の
支
配
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
自
己
認
識
の
下
に
そ
れ
ら
の
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」

を
造
ら
せ
た
の
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
考
察
の
範
囲
を
一
五
世
紀
の
ほ
ぼ
前
半
ま
で
に
限
っ
た
の
は
、
紙
数
の

関
係
か
ら
で
あ
る
が
、
オ
ス
マ
！
ン
朝
の
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
と
し
て
は
む
し
ろ
こ
の
時
期
以
降
の
も
の
が
有
名
で
あ
る
。
一
五
世
紀
後
半
以

降
の
［
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
に
残
さ
れ
た
碑
板
な
ど
の
伝
え
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
ア
ナ
ト
リ
ア
地
域
は
西
暦
一
一
世
紀
後
半
か
ら
、
ム
ス
リ
ム
と
な
っ
た
ト
ゥ
ル
ク
マ
ー
ン
を
軍
事
力
の
主
体
と
す
る
ト
ゥ
ル
ク
再
主
勢
力
の

支
配
下
に
入
り
、
ア
ナ
ト
リ
ア
の
各
地
に
は
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
な
ど
の
ム
ス
リ
ム
・
ト
ゥ
ル
ク
系
政
権
が
建
設
さ
せ
た
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
、
マ
ス
ジ
ド

（
礼
拝
所
）
、
マ
ド
ラ
サ
（
宗
教
教
育
施
設
）
、
墓
廟
、
隊
商
宿
、
病
院
、
公
衆
浴
場
な
ど
の
慈
善
・
公
共
建
造
物
が
多
数
残
さ
れ
た
。
＝
二
世
紀

の
半
ば
、
ア
ナ
ト
リ
ア
（
妾
時
の
呼
称
は
、
「
ル
ー
ム
」
）
の
中
央
部
を
支
配
し
て
い
た
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
は
、
東
方
か
ら
侵
入
し
た
モ
ン
ゴ
ル
軍
に

敗
れ
、
半
世
紀
以
上
モ
ン
ゴ
ル
の
服
属
下
に
置
か
れ
た
後
、
一
四
世
紀
の
初
め
に
滅
亡
す
る
。
そ
の
後
ア
ナ
ト
リ
ア
に
は
現
代
の
ト
ル
コ
語
で

「
ベ
イ
リ
ク
」
と
呼
ば
れ
る
、
独
立
し
て
各
地
を
支
配
す
る
小
政
権
が
生
ま
れ
、
そ
の
中
に
は
後
に
ア
ジ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
フ
リ
カ
の
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

大
陸
に
跨
る
大
帝
国
を
建
設
す
る
こ
と
に
な
る
オ
ス
マ
ー
ン
朝
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
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オ
ス
マ
ー
ン
朝
は
～
四
世
紀
の
半
ば
、
チ
ャ
ナ
ッ
カ
レ
（
ダ
ー
ダ
ネ
ル
ス
）
海
峡
を
渡
っ
て
バ
ル
カ
ン
半
島
側
（
ル
ー
メ
リ
）
に
進
出
し
、
デ

ヴ
シ
ル
メ
制
度
や
イ
ェ
ニ
チ
ェ
リ
を
創
設
し
、
他
の
ベ
イ
リ
ク
を
圧
倒
し
な
が
ら
、
ア
ナ
ト
リ
ア
と
ル
ー
メ
リ
に
勢
力
を
拡
大
し
て
い
く
。
一

五
世
紀
の
初
め
申
央
ア
ジ
ア
に
現
れ
た
稀
代
の
大
征
服
者
テ
ィ
ー
ム
ー
ル
の
軍
隊
に
大
敗
し
て
、
一
時
は
解
体
の
危
機
に
瀕
し
た
が
、
約
二
十

年
を
要
し
な
が
ら
も
復
活
し
、
一
五
世
紀
の
半
ば
に
は
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
を
征
服
し
て
ビ
ザ
ン
テ
イ
ン
帝
国
を
滅
ぼ
し
た
。
｝
六
世
紀
に
は
、
エ

ジ
プ
ト
、
シ
リ
ア
に
あ
っ
た
マ
ム
ル
ー
ク
朝
を
も
滅
ぼ
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
二
大
聖
地
で
あ
る
マ
ッ
カ
、
マ
デ
ィ
ー
ナ
と
い
う
「
両
聖
都
の
奉

仕
者
」
と
な
っ
て
西
ア
ジ
ア
、
北
ア
フ
リ
カ
の
覇
者
と
な
り
、
一
方
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
側
で
は
バ
ル
カ
ン
半
島
諸
国
を
制
圧
し
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
を
版

図
に
納
め
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
と
度
々
戦
い
を
交
え
た
。
そ
の
後
オ
ス
マ
ー
ン
帝
国
は
＝
ハ
世
紀
の
後
半
か
ら
徐
々
に
衰

退
期
を
迎
え
る
が
、
二
〇
世
紀
の
初
め
ま
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
側
の
領
土
は
ほ
と
ん
ど
を
失
っ
た
も
の
の
、
ア
ナ
ト
リ
ア
を
除
く
西
ア
ジ
ア
の
ア

ラ
ブ
居
住
地
域
に
は
実
に
第
一
次
世
界
大
戦
期
ま
で
支
配
者
と
し
て
君
臨
し
た
の
で
あ
る
。

　
概
ね
こ
の
よ
う
な
歴
史
を
辿
っ
た
一
儲
ー
～
五
世
紀
の
ア
ナ
ト
リ
ア
や
オ
ス
マ
ー
ン
帝
国
の
領
域
内
に
は
、
ム
ス
リ
ム
住
民
の
た
め
の
慈

善
・
公
共
施
設
を
中
心
と
す
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
が
建
設
・
製
造
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
主
要
な
も
の
に
は
、
以
下
に
そ
の
代
表

例
を
挙
げ
る
よ
う
な
、
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
萱
所
銘
文
に
よ
る
建
設
者
の
名
前
や
そ
の
人
物
に
対
す
る
讃
辞
な
ど
が
記
録
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

①
　
＊
拙
稿
「
サ
マ
ル
カ
ン
ド
の
通
称
ビ
ー
ビ
ー
・
ハ
ヌ
ム
・
マ
ス
ジ
ド
の
定
礎
碑

　
文
に
つ
い
て
」
追
手
門
学
院
大
学
文
学
部
『
ア
ジ
ア
文
化
学
科
年
報
臨
六
、
一
δ

　
〇
三
年
【
一
月
（
以
下
で
引
抗
す
る
場
合
は
、
拙
稿
「
ビ
ー
ビ
ー
・
ハ
ヌ
ム
」
と

　
略
称
）

　
　
＊
拙
稿
「
ト
ゥ
ル
キ
ス
タ
ン
市
の
ア
フ
マ
ド
・
ヤ
サ
ヴ
ィ
ー
醐
に
つ
い
て
」
追

　
　
手
門
学
院
大
学
文
学
部
ア
ジ
ア
文
化
学
科
『
ア
ジ
ア
観
光
学
年
報
無
五
、
二

　
　
〇
〇
四
年
四
月

　
　
＊
拙
稿
「
ト
ル
コ
共
和
国
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
市
内
に
あ
る
フ
ァ
ー
テ
ィ
フ
・
ス
ル

　
　
タ
ー
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
時
代
の
ふ
た
つ
の
碑
文
扁
追
手
門
学
院
大
学
文
学
部

　
『
ア
ジ
ア
文
化
学
科
年
報
輪
島
、
二
〇
〇
五
年
一
一
月
（
以
下
で
引
用
す
る

場
合
は
、
拙
稿
「
ふ
た
つ
の
偏
と
略
称
）

＊
拙
稿
「
ト
ル
コ
共
和
国
ニ
イ
デ
市
内
に
あ
る
西
暦
一
三
一
｝
五
世
紀
の
ア
ラ

ビ
ア
文
字
碑
文
扁
隅
追
手
門
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
鰍
四
一
、
二
〇
〇
五
年

　
＝
一
月
（
以
下
で
引
用
す
る
場
合
は
、
拙
稿
「
ニ
イ
デ
」
と
略
称
）

＊
拙
稿
「
ト
ル
コ
共
和
国
ア
マ
ス
や
市
内
に
あ
る
西
暦
一
三
一
～
五
世
紀
の
ア

　
ラ
ビ
ア
文
字
碑
文
漏
『
追
手
門
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
㎏
四
二
、
二
〇
〇
七

年
三
月
（
以
下
で
引
用
す
る
場
合
は
、
拙
稿
「
ア
マ
ス
や
偏
と
略
称
）

＊
拙
稿
「
ト
ル
コ
共
和
国
イ
ズ
ニ
ク
市
内
に
あ
る
西
暦
【
四
－
一
五
世
紀
の
ア
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ラ
ビ
ア
文
字
碑
板
」
『
追
手
門
学
院
大
学
国
際
教
養
学
部
紀
要
臨
～
、
二
〇

　
　
〇
七
年
＝
一
月
刊
行
予
定
（
以
下
で
引
用
す
る
場
合
は
、
拙
稿
「
イ
ズ
ニ

　
　
ク
」
と
略
称
）

②
西
暦
ニ
ー
～
五
世
紀
の
イ
ラ
ン
、
ア
ナ
ト
リ
ア
を
中
心
と
す
る
西
ア
ジ
ア
史

　
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ト
ル
コ
民
族
の
活
動
と
西
ア
ジ
ア
の
モ
ン
ゴ
ル
支
配
時

　
代
」
永
田
雄
三
編
『
新
版
世
界
各
国
史
9
、
西
ア
ジ
ア
史
H
イ
ラ
ン
・
ト
ル
コ
』

山
川
繊
版
社
、
二
〇
〇
二
年
、
を
参
照
。
筆
者
は
「
ト
ゥ
ル
ク
」
と
い
う
名
称
を
、

歴
史
上
の
ト
ゥ
ル
ク
系
民
族
の
汎
称
と
し
て
用
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
ト

ル
コ
」
と
は
現
在
の
ト
ル
コ
共
和
国
や
そ
の
国
毘
を
呼
ぶ
時
に
使
用
す
る
。
従
っ

て
「
ト
ゥ
ル
ク
」
は
現
在
の
「
ト
ル
コ
」
を
含
む
よ
り
広
い
民
族
範
囲
を
指
し
て

い
る
。
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2

西
暦
＝
【
1
＝
二
世
紀
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
ア
ナ
ト
リ
ア
の
碑
刻
銘
文
資
料
の
実
例

①
コ
ン
や
市
内
ア
ラ
ー
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ジ
ャ
三
ミ
ウ
の
木
製
ミ
ン
バ
ル
刻
文
（
写
真
1
）

　
ア
ナ
ト
リ
ア
（
ル
ー
ム
）
の
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
、
国
都
は
ア
ナ
ト
リ
ア
内
陸
部
の
コ
ン
ヤ
に
お
か
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
コ
ン
や
市
内
や

そ
の
周
辺
に
は
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
の
遺
跡
や
遣
物
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
コ
ン
や
市
内
の
中
心
部
に
は
、
ア
ラ
ー
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
テ
ペ

と
通
称
さ
れ
る
人
工
の
丘
陵
が
あ
り
、
そ
の
頂
上
部
分
に
通
称
ア
ラ
ー
ウ
ッ
デ
イ
ー
ン
・
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
が
あ
る
。
こ
の
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
は
セ
ル
ジ

ュ
ク
朝
時
代
以
来
幾
度
も
改
修
が
行
な
わ
れ
、
全
体
の
形
な
ど
は
大
き
く
変
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
建
物
の
内
外
に
創
建
当
時
の
姿
を
偲
ば

せ
る
部
分
が
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
残
さ
れ
た
歴
史
的
な
碑
板
な
ど
は
貴
重
な
歴
史
資
料
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
の
内
部
の
木
製
ミ
ン
バ
ル

（
説
教
壇
）
は
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
期
の
遺
品
で
あ
り
、
そ
の
登
壇
口
の
枠
を
な
し
て
い
る
部
分
に
は
、
向
か
っ
て
右
縁
下
↓
上
↓
上
縁
↓
左
縁
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

↓
下
の
順
に
帯
状
に
連
続
す
る
、
以
下
の
よ
う
な
、
全
体
と
し
て
一
行
分
の
ア
ラ
ビ
ア
語
刻
文
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
（
テ
ク
ス
ト
の
原
文
中
の
縦
線
は
、
碑
文
中
で
の
改
行
を
示
す
。
日
本
語
訳
文
中
　
　
　
部
分
は
支
配
者
の
名
前
な
ど
に
附
さ
れ
た
修
飾
語
、

　
　
部
分
は
固
有
名
詞
、
　
　
　
部
分
は
固
有
名
詞
に
附
さ
れ
た
讃
辞
や
追
悼
句
を
そ
れ
ぞ
れ
示
し
て
い
る
。
ま
た
（
）
内
は
原
文
の
補
足
を
、
【
　
】
内

　
　
は
原
語
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
を
示
し
て
い
る
。
）
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（
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
原
文
）

　
　
9
ヒ
⊂
f
」
，
∀
題
≦
｛
5
臨
『
亀
⊂
｛
冠
一
9
駈
ど
右
㍗
5
些
・
夢
匹
k
一
〇
匠
」

　
　
亀
を
C
い
迭
一
棲
亀
一
ヒ
‘
磁
」
董
一
竪
）
L
一
』
巴
を
一
玄
隻
C
、
ど
些
々
し

　
　
㌢
セ
ζ
聖
」
レ
暑
O
E
『
墜
奮
…
量
昏
一
レ
奪
嘘
頓
墜
レ
督
臨
「
9
移
猛
一
ひ
瀬

　
　
レ
｛
望
量
」
一
》
一
宝
じ
O
ど
」
盤
9
レ
壌
ξ
9
G
ど
」
膳
魅
一
ヒ
「
巨
ζ
億
猛
《
C

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
匿
一
r
ぎ
F
妬
疹
旨
妬
a
匡

（
日
本
語
訳
）

　
　
　
偉
大
な
る
ス
ル
タ
ー
ン
、
最
大
の
シ
ャ
ー
ハ
ン
シ
ャ
ー
フ
、
ア
ラ
ブ
と
ア
ジ
ャ
ム
の
ス
ル
タ
ー
ン
た
ち
の
主
人
、
イ
ッ
ズ
ッ
ド
ゥ
ン
ヤ
i
・
ワ
ッ
デ

　
　
ィ
！
ン
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
ム
ス
リ
ム
た
ち
の
支
柱
、
王
や
ス
ル
タ
ー
ン
た
ち
の
誇
り
、
明
証
に
よ
っ
て
真
理
（
神
）
を
助
け
る
者
、
不
信
御
者
や
多
神
教

　
　
徒
だ
ち
を
殺
す
者
、
聖
戦
に
従
う
者
【
ム
ジ
ャ
ー
ヒ
ド
】
た
ち
の
救
い
、
神
の
領
土
を
守
る
者
、
神
の
僕
た
ち
を
助
け
る
者
、
神
の
代
理
門
標
リ
ー
フ

　
　
ァ
】
の
援
助
者
、
ル
ー
ム
と
ア
ル
マ
ン
と
イ
フ
ラ
ン
ジ
ュ
と
シ
ャ
ー
ム
諸
地
方
の
ス
ル
タ
ー
ン
、
ア
ブ
ル
フ
ァ
ト
フ
・
ク
ル
チ
ア
ル
ス
ラ
ン
・
プ
ン
・
マ

　
　
ス
ウ
ー
ド
・
ビ
ン
・
ク
ル
チ
ア
ル
ス
ラ
ン
、
偲
灘
刎
樹
α
下
馴
灘
、
胤
唄
U
幻
石
川
圃
　
　
椰
が
彼
び
梅
か
を
恭
剥
ぎ
ぜ
v
：
王
権
を
加
一
周
嘱
レ
凝
v
：
ぞ
α

　
　
能
か
藍
榔
加
虜
を
起
伽
に

（
解
説
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
こ
の
乱
文
に
は
製
作
年
代
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
ミ
ン
バ
ル
が
正
確
に
い
つ
作
ら
れ
た
も
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
上
記

の
訳
文
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ク
ル
チ
ア
ル
ス
ラ
ン
繋
累
の
名
前
が
出
て
く
る
の
で
、
そ
の
治
世
（
三
五
六
－
九
二
）
の
刻
文
で
あ
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
こ
の
中
で
ク
ル
チ
ア
ル
ス
ラ
ン
ニ
世
は
「
偉
大
な
る
ス
ル
タ
ー
ン
」
「
最
大
の
シ
ャ
ー
ハ
ン
シ
ャ
ー
フ
」
「
ア
ラ
ブ
と
ア
ジ
ャ

ム
の
ス
ル
タ
ー
ン
た
ち
の
主
人
」
な
ど
の
長
い
形
容
辞
を
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
後
の
時

代
に
も
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
で
筆
者
が
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
「
神
の
代
理
の
援
助
者
」
「
ル
ー
ム
と
ア
ル
マ
ン
、
イ
フ
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ラ
ン
ジ
ュ
、
シ
ャ
ー
ム
諸
地
方
の
ス
ル
タ
ー
ン
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
前
者
中
の
「
神
の
代
理
」
と
は
バ
グ
ダ
ー
ド
に
君
臨
し
た
当
時
の
ア

ッ
バ
ー
ス
朝
の
ハ
リ
ー
フ
ァ
の
こ
と
で
あ
り
、
名
前
の
後
に
出
て
く
る
「
信
者
の
長
の
援
助
者
」
と
い
う
ク
ル
チ
ア
ル
ス
ラ
ン
の
ラ
カ
ブ
（
称

号
）
と
と
も
に
、
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
の
ス
ル
タ
ー
ン
が
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
の
ハ
リ
ー
フ
ァ
の
権
威
を
認
め
、
名
目
上
の
臣
従
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
後
者
の
表
現
中
で
は
、
ク
ル
チ
ア
ル
ス
ラ
ン
が
実
質
支
配
す
る
「
ル
ー
ム
」
の
他
に
、
「
ア
ル
マ
ン
」
（
ア
ル
メ
ニ
ア
）
「
イ
フ
ラ
ン
ジ

ュ
」
（
フ
ラ
ン
ク
人
）
更
に
は
「
シ
ャ
ー
ム
」
（
シ
リ
ア
）
ま
で
が
そ
の
支
配
領
域
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ク
ル
チ
ア
ル
ス
ラ
ン

時
代
の
西
ア
ジ
ア
は
西
欧
か
ら
侵
入
し
た
「
十
字
軍
」
と
の
戦
い
が
シ
リ
ア
、
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
で
激
化
し
て
お
り
、
時
に
は
ア
ナ
ト
リ
ア
に
ま

で
そ
の
余
波
が
及
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
ア
ナ
ト
リ
ア
東
方
で
キ
リ
キ
ア
の
ア
ル
メ
ニ
ア
人
や
「
十
字
軍
」
勢
力
と
戦
う
こ
と
は
あ
っ

て
も
ク
ル
チ
ア
ル
ス
ラ
ン
自
身
は
、
「
シ
ャ
ー
ム
」
に
ま
で
出
陣
し
て
い
な
い
し
、
ス
ル
タ
ー
ン
と
し
て
「
シ
ャ
ー
ム
」
を
支
配
し
た
こ
と
も

な
い
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
事
実
か
ら
い
え
ば
、
刻
文
中
の
「
ア
ル
マ
ン
、
イ
フ
ラ
ン
ジ
ュ
、
シ
ャ
ー
ム
地
方
の
ス
ル
タ
ー
ン
」
と
い
う
表
現

は
明
ら
か
に
誇
張
で
あ
り
、
幻
想
と
も
言
え
る
。

　
た
だ
し
、
ク
ル
チ
ア
ル
ス
ラ
ン
ニ
世
の
曽
祖
父
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
は
「
シ
ャ
ー
ム
」
で
敗
死
し
て
お
り
、
祖
父
ク
ル
チ
ア
ル
ス
ラ
ン
～
世
も
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
、
北
イ
ラ
！
ク
の
ハ
ー
ブ
ー
ル
河
付
近
の
戦
場
で
溺
死
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ル
ー
ム
（
ア
ナ
ト
リ
ア
）
の
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
の
創
建
者
た
ち
は
、

ア
ナ
ト
リ
ア
の
み
を
活
動
の
舞
台
と
し
て
彼
の
地
に
支
配
権
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ア
ナ
ト
リ
ア
に
隣
接

す
る
シ
リ
ア
や
イ
ラ
ー
ク
の
北
部
を
も
そ
の
支
配
領
域
に
取
り
込
も
う
と
し
て
い
て
、
活
動
や
関
心
の
主
体
は
シ
リ
ア
や
イ
ラ
ー
ク
の
北
部
で

あ
っ
た
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
創
建
者
で
あ
る
祖
先
の
事
績
に
鑑
み
れ
ば
、
当
時
西
部
イ
ラ
ン
方
面
を
本
拠
と
し
て
い

た
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
（
ア
ジ
ャ
ム
の
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
、
＝
九
四
年
に
滅
亡
）
が
弱
体
化
し
て
い
た
状
況
を
踏
ま
え
て
、
か
つ
て
の
「
大
賞
ル
ジ
ュ
ク

朝
」
が
そ
の
版
図
に
加
え
た
「
シ
ャ
ー
ム
」
や
「
ア
ル
マ
ン
」
を
ク
ル
チ
ア
ル
ス
ラ
ン
ニ
世
時
代
の
刻
文
の
表
現
中
に
見
出
す
こ
と
は
、
そ
れ

ほ
ど
奇
異
な
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ナ
ト
リ
ア
内
陸
部
を
統
一
し
つ
つ
あ
っ
た
ク
ル
チ
ア
ル
ス
ラ
ン
零
度
は
、
所
期
の

目
標
と
し
て
「
ア
ル
マ
ン
」
「
イ
フ
ラ
ン
ジ
ュ
」
「
シ
ャ
ー
ム
」
諸
地
方
の
征
服
・
支
配
を
設
定
し
、
約
一
世
紀
を
遡
る
、
か
つ
て
の
輝
か
し
い
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「
大
虚
ル
ジ
ュ
ク
朝
」
の
勢
威
の
復
活
を
祈
念
し
て
や
や
誇
張
表
現
な
が
ら
、
上
記
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
筆
者

が
現
在
ま
で
に
調
べ
た
範
囲
で
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
の
含
ま
れ
る
一
ニ
ー
＝
二
世
紀
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
の
碑
刻
銘
文
資
料
は
他
に
は
一
つ

　
　
　
　
　
　
⑧

し
か
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
ク
ル
チ
ア
ル
ス
ラ
ン
焦
慮
時
代
の
碑
刻
銘
文
資
料
は
遺
例
が
少
な
く
、
歴
史
的
に
は
大
変
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

②
ス
ィ
ヴ
ァ
ス
市
内
ダ
ー
ル
ッ
ス
ィ
ッ
ハ
入
口
上
方
の
碑
板
（
写
真
2
）

　
中
部
ア
ナ
ト
リ
ア
東
部
ス
ィ
ヴ
ァ
ス
の
町
は
、
ア
ナ
ト
リ
ア
の
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
か
ら
軍
事
的
・
政
治
的
に
重
要
な
都
市
で
あ
っ
た
。
現

在
こ
の
町
の
中
心
部
、
旧
城
砦
を
中
心
と
す
る
区
域
に
は
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
か
ら
ベ
イ
リ
ク
期
に
至
る
歴
史
的
な
建
造
物
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の

中
で
町
の
大
礼
拝
所
で
あ
る
ウ
ル
・
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
に
次
い
で
古
い
創
建
年
代
を
持
つ
の
が
、
カ
イ
カ
ー
ウ
ス
一
世
の
ダ
ー
ル
ッ
ス
ィ
ッ
ハ
（
病

院
）
で
あ
り
、
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
の
代
表
的
な
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
建
物
の
南
側
回
廊
奥
に
は
建
設
者
で
あ
る
カ
イ

カ
ー
ウ
ス
の
墓
廟
が
位
置
し
て
い
る
。
ロ
の
字
形
を
し
た
建
物
全
体
の
西
面
す
る
入
ロ
上
方
に
、
右
端
↓
中
央
縁
↓
左
端
の
順
に
帯
状
に
連
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

す
る
下
記
の
よ
う
な
　
行
分
の
ア
ラ
ビ
ア
語
碑
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
原
文
）

　
　
獄
し
9
』
』
ε
堅
∀
墾
量
‘
L
σ
「
⊆
レ
一
争
F
施
O
匠
」
藍
一
㌧
』
。
『
ご
f
憶
一

　
　
　
星
一
じ
∬
晃
b
転
9
皇
妬
頂
魅
二
毎
食
r
』
n
ロ
迄
¢
迄
O
F
『
9
レ
L
ζ
つ
ど
唾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
F
愉
窟
し
｝
F
儲
脹
鯨
蜜
℃
一

（
凝
本
議
訳
）

　
　
　
神
の
満
足
と
命
令
に
よ
り
、
敵
に
打
ち
勝
つ
ス
ル
タ
ー
ン
で
あ
る
、
イ
ッ
ズ
ッ
ド
ゥ
ン
ヤ
ー
・
ワ
ッ
デ
ィ
ー
ン
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
ム
ス
リ
ム
た
ち
の
支

　
　
柱
、
海
と
陸
の
ス
ル
タ
ー
ン
、
セ
ル
ジ
ュ
ク
家
の
王
冠
、
ア
ブ
ル
フ
ァ
ト
フ
・
カ
イ
カ
ー
ウ
ス
・
プ
ン
・
カ
イ
ホ
ス
ロ
ウ
、
信
者
の
長
の
明
証
門
ブ
ル

　
　
　
ハ
ー
ン
】
、
が
六
一
四
年
に
、
こ
の
病
院
〔
ダ
ー
ル
ッ
ス
ィ
ッ
ハ
】
の
建
設
を
命
じ
た
。
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（
解
説
）

　
訳
文
中
で
「
敵
に
打
ち
勝
つ
」
と
訳
し
た
原
語
は
（
仁
王
）
で
あ
り
、
カ
イ
カ
ー
ウ
ス
一
世
に
特
定
し
て
用
い
ら
れ
る
形
容
辞
で
あ
る
が
、

碑
板
で
は
定
冠
詞
と
単
語
の
本
体
が
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
か
、
分
離
し
て
刻
ま
れ
て
い
る
。
内
容
は
上
記
の
①
難
文
と
も
共
通
す
る
表
現
が
用
い

ら
れ
、
ク
ル
チ
ア
ル
ス
ラ
ン
ニ
世
の
孫
に
当
た
る
カ
イ
カ
ー
ウ
ス
一
世
時
代
の
六
一
四
（
一
二
～
七
－
八
）
年
に
病
院
が
建
設
さ
れ
た
こ
と
が

分
か
る
。
福
祉
施
設
で
あ
る
病
院
の
建
設
は
ア
ナ
ト
リ
ア
に
い
く
つ
か
の
例
が
あ
り
、
カ
イ
セ
リ
、
カ
ス
タ
モ
ヌ
、
ア
マ
ス
ヤ
な
ど
の
病
院
に

は
建
設
の
由
来
を
記
し
た
碑
板
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ス
ィ
ヴ
ァ
ス
の
碑
板
の
中
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
前
出
①
刻
文
に
は
見
ら
れ
な

い
「
海
と
陸
の
ス
ル
タ
ー
ン
」
及
び
「
セ
ル
ジ
ュ
ク
家
の
王
冠
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
カ
イ
カ
ー
ウ
ス
一
世
の
治
世
（
一
二
一
一
－
二
〇
）
に

セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
は
、
ア
ナ
ト
リ
ア
南
方
の
地
中
海
と
北
方
の
黒
海
に
共
に
港
を
確
保
し
て
お
り
、
か
つ
て
の
内
陸
国
家
の
状
況
か
ら
脱
し
つ
つ

　
　
⑥

あ
っ
た
。
前
者
の
表
現
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
後
者
は
、
当
時
す
で
に
ア
ナ
ト
リ
ア
に
し
か
存
在
し
な
か
っ

た
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
の
代
表
者
と
し
て
の
カ
イ
カ
ー
ウ
ス
一
世
の
衿
持
が
窺
わ
れ
る
よ
う
な
表
現
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
碑
板
で
注
意
し
て
よ
い
の

は
、
セ
ル
ジ
ュ
ク
の
綴
り
が
、
写
本
資
料
な
ど
で
～
般
的
な
「
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
」
（
“
》
）
で
は
な
く
、
「
セ
ル
ジ
ュ
ク
」
（
㍗
）
と
長
母
音

を
表
わ
す
ワ
ー
ウ
抜
き
で
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
記
は
他
に
類
例
が
少
な
い
が
、
単
な
る
表
記
上
の
過
誤
に
由
来
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
」
と
呼
ば
れ
る
政
治
勢
力
が
い
か
な
る
ト
ゥ
ル
ク
語
の
原
語
に
由
来
す
る
の
か
と
い
う
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

題
を
考
え
る
際
に
重
要
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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③
コ
ン
や
市
内
ア
ラ
ー
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
北
面
壁
面
の
碑
板
（
写
真
3
）

①
今
文
の
あ
る
ミ
ン
バ
ル
が
内
部
に
設
置
さ
れ
て
い
る
ア
ラ
ー
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
は
、
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
の
国
都
コ
ン
ヤ
を
代
表

す
る
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
で
あ
る
が
、
こ
の
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
の
北
面
す
る
外
壁
に
は
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
の
碑
板
な
ど
が
計
八
点
残
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

そ
の
中
に
以
下
の
よ
う
な
内
容
の
五
行
か
ら
成
る
ア
ラ
ビ
ア
語
碑
板
が
あ
る
。
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（
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
原
文
）

　
　
紘
一
じ
疫
『
9
一
巳
⊂
駈
些
∀
仁
F
ゴ
O
匿
一
二
乞
コ
『
「
ω
し
層
量
一
平
」
9
β
」
墾
電

　
　
督
し
ざ
し
毛
髪
蜜
窒
一
聖
一
じ
優
昆
O
）
E
」
盤
9
　
』
姦
9
♀
』
頓
魁
一
L
9
迄
C

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
継
百
些
。
と
珍
ど
β
し
髪
n
紅
一
乍
一
一
t
惜
｝
お
彰
』
蕎

（
臼
本
語
訳
）

　
　
　
慈
悲
深
く
、
慈
愛
逓
ね
き
神
の
名
に
お
い
て
。
敵
に
打
ち
勝
つ
ス
ル
タ
ー
ン
、
イ
ッ
ズ
ッ
ド
ゥ
ン
ヤ
ー
・
ワ
ッ
デ
ィ
ー
ン
、

　
　
タ
ー
ン
、
ア
ブ
ル
フ
ァ
ト
フ
・
カ
イ
カ
ー
ウ
ス
・
プ
ン
・
カ
イ
ホ
ス
ロ
ウ
・
ビ
ン
・
ク
ル
チ
ア
ル
ス
ラ
ン
、
信
者
の
長
の
明
証
、

　
　
慈
悲
を
必
要
と
す
る
僕
で
あ
る
ア
ヤ
ー
ス
・
ア
タ
ー
ベ
キ
ー
の
指
図
の
下
で
、
こ
の
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
の
建
設
を
命
じ
た
。

（
解
説
）

　
現
在
こ
の
碑
板
が
残
さ
れ
た
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
は
「
ア
ラ
ー
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
」
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
碑
板
に
よ
れ
ば
、
そ
の

建
設
を
命
じ
た
者
は
、
上
記
②
碑
板
に
出
て
く
る
カ
イ
カ
ー
ウ
ス
～
世
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
カ
イ
カ
！
ウ
ス
は
こ
の
ジ
ャ
！
ミ
ウ

の
建
設
を
命
じ
た
六
事
ハ
（
　
一
一
一
九
二
〇
）
年
の
翌
年
に
病
死
し
て
お
り
、
そ
の
完
成
は
弟
で
あ
る
次
代
の
ス
ル
タ
ー
ン
、
ア
ラ
ー
ウ
ッ
デ

ィ
ー
ン
・
カ
イ
ク
バ
ー
ド
一
世
の
時
代
で
あ
っ
た
た
め
に
、
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
は
「
ア
ラ
ー
ウ
ッ
デ
イ
ー
ン
」
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
上
記
②
碑
板
と
こ
の
碑
板
と
の
間
に
は
記
録
上
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
で
二
年
の
違
い
し
か
な
い
が
、
こ
の
碑
板
に
は
「
陸
と
ふ
た
つ

の
海
の
ス
ル
タ
ー
ン
」
と
い
う
形
容
辞
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
カ
イ
カ
ー
ウ
ス
一
世
の
時
代
に
、
セ
ル

ジ
ュ
ク
朝
は
ア
ナ
ト
リ
ア
の
南
北
に
海
洋
へ
の
出
口
を
確
保
し
て
お
り
、
そ
の
状
況
が
こ
の
表
現
の
中
に
正
確
に
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

陸
と
ふ
た
つ
の
海
の
ス
ル

　
が
六
一
六
年
に
、
神
の
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④
ア
ラ
ン
や
市
内
通
称
ク
ズ
ル
・
ク
レ
南
面
壁
面
上
の
碑
板

　
ア
ラ
ン
ヤ
は
地
中
海
に
面
す
る
保
養
地
で
、
上
述
の
ス
ル
タ
ー
ン
、
ア
ラ
ー
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
カ
イ
ク
バ
ー
ド
一
世
時
代
の
～
二
；
二
年
に

征
服
さ
れ
た
。
こ
こ
は
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
に
西
方
の
ア
ン
タ
リ
ヤ
と
並
ん
で
、
地
中
海
へ
の
進
出
の
基
地
と
な
り
、
地
中
海
交
易
の
拠
点
で

も
あ
っ
た
。
か
つ
て
カ
ロ
ノ
ロ
ス
と
呼
ば
れ
た
町
の
征
服
後
段
イ
ク
バ
ー
ド
は
自
ら
の
う
カ
ブ
に
ち
な
ん
で
、
「
ア
ラ
ー
イ
ー
ヤ
」
と
名
づ
け
、

そ
の
後
こ
の
語
が
転
註
し
て
現
在
は
ト
ル
コ
語
で
ア
ラ
ン
ヤ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
町
に
も
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
の
船
渠
（
テ
ル
サ
ー
ネ
）

や
城
砦
を
初
め
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
の
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
が
残
っ
て
い
る
。
中
で
も
有
名
な
も
の
が
、
現
在
「
ク
ズ
ル
・
ク
レ
」
（
ト
ル
コ
語

で
、
赤
い
塔
の
意
味
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
海
岸
の
城
塔
で
あ
る
。
内
部
は
博
物
館
に
な
り
、
外
壁
も
多
く
の
部
分
が
修
復
を
受
け
て
い
る
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
城
塔
の
南
面
す
る
壁
面
に
以
下
の
よ
う
な
七
行
分
の
ア
ラ
ビ
ア
語
碑
板
が
残
さ
れ
て
い
る
。

（
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
原
文
）

　
　
○
匠
ヒ
零
些
一
｛
辰
し
匿
∬
誉
些
。
疹
匹
を
一
じ
匠
」
島
聴
卜
し
ε
一
∩
冠
＝
『
ご
亙
憶
一

　
　
㌔
隻
⊂
篭
と
些
ひ
奪
9
し
二
』
ぢ
」
・
昏
酔
レ
豆
塩
炉
珍
レ
ど
程
「
七
E
一
群
ど

　
　
マ
“
壌
屡
ど
b
墜
し
ゲ
警
し
抄
出
珍
窟
一
9
乞
匠
一
絶
つ
を
一
匡
9
」
ε
一
出
し
L
一

　
　
し
一
α
瓜
9
捻
匠
一
し
豪
9
匿
春
眠
㌔
L
⊂
ヒ
一
〇
匡
一
G
［
些
』
し
レ
」
㌔
“
脇
蛋
劇
些

　
　
…
号
冠
一
巌
一
〇
⊆
晃
じ
）
E
」
盤
9
』
忍
9
レ
伝
魁
一
L
黒
ど
」
妬
一
色
を
一
上
L
傷
琶
ヒ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
F
』
9
愉
」
島
ざ
∀
口
上
し
窃
累
亀
と
匡
墜
臣

（
日
本
語
訳
）

　
　
　
マ
ウ
ラ
ー
ナ
i
、
偉
大
な
ス
ル
タ
ー
ン
、
最
大
の
シ
ャ
ー
ハ
ン
シ
ャ
ー
フ
、
諸
民
族
の
奴
隷
た
ち
の
所
有
者
、
世
界
の
ス
ル
タ
ー
ン
た
ち
の
ス
ル
タ
ー

　
　
ン
、
神
の
領
土
を
護
る
者
、
神
の
僕
た
ち
の
保
護
者
、
ア
ラ
ー
ウ
ッ
ド
ゥ
ン
ヤ
ー
・
ワ
ッ
デ
ィ
！
ン
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
ム
ス
リ
ム
た
ち
の
救
い
、
万
民
の
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う
ち
に
公
正
を
復
活
さ
せ
る
者
、
圧
制
者
た
ち
の
間
で
圧
制
を
受
け
た
者
の
権
利
を
擁
護
す
る
者
、
地
上
に
あ
る
者
た
ち
の
神
の
影
、
勝
利
す
る
国
運

門
ダ
ウ
ラ
】
の
栄
光
、
輝
く
ウ
ン
マ
の
援
助
者
、
公
正
と
正
義
を
復
活
さ
せ
る
者
、
陸
と
ふ
た
つ
の
海
の
ス
ル
タ
ー
ン
、
人
と
ジ
ン
の
洞
窟
、
東
西
の
獲

　
　
得
者
、
セ
ル
ジ
ュ
…
ク
家
の
王
冠
、
王
や
ス
ル
タ
ー
ン
た
ち
の
主
人
、
ア
ブ
ル
フ
ァ
ト
フ
・
カ
イ
ク
バ
ー
ズ
・
プ
ン
・
カ
イ
ホ
ス
ロ
ウ
・
ビ
ン
・
ク
ル
チ

　
　
ア
ル
ス
ラ
ン
、
馬
鍬
釧
矧
釧
脚
訓
、
　
　
樫
が
筏
σ
権
か
を
茄
嘉
節
呪
レ
ぬ
翫
お
引
に
一
が
六
二
三
年
ラ
ビ
ー
ウ
ー
月
朔
臼
に
こ
の
祝
福
さ
れ
た
る
城

　
　
塔
【
ブ
ル
ジ
ュ
】
の
建
設
を
命
じ
た
。

（
解
説
）

　
こ
の
碑
板
は
こ
れ
ま
で
筆
者
が
調
査
・
解
読
で
き
た
約
一
二
〇
点
の
現
存
す
る
ア
ナ
ト
リ
ア
の
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
の
碑
刻
銘
文
資
料
の
中

で
、
最
大
最
長
の
も
の
で
あ
り
、
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
の
最
盛
期
を
現
出
せ
し
め
た
ア
ラ
ー
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
カ
イ
ク
バ
ー
ズ
（
カ
イ
ク
バ
ー
ド
）

一
世
時
代
（
～
ニ
ニ
〇
　
三
七
）
の
六
二
三
年
ラ
ビ
ー
ウ
H
月
の
朔
日
（
＝
一
二
六
年
四
月
～
日
）
ア
ラ
ン
ヤ
で
定
礎
さ
れ
、
現
存
す
る
調
帯
に
付

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
カ
イ
ク
バ
ー
ド
は
こ
の
中
で
「
偉
大
な
ス
ル
タ
ー
ン
」
「
最
大
の
シ
ャ
ー
ハ
ン
シ
ャ
ー
フ
」
「
諸
民
族
の
奴
隷
た
ち
の
所

　
⑩

有
者
」
な
ど
全
部
で
一
八
種
類
も
の
、
、
工
夫
を
凝
ら
し
た
美
称
で
あ
る
形
容
辞
を
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
上
述
①
②
③
の
君
門

史
料
に
も
現
れ
る
「
陸
と
ふ
た
つ
の
海
の
ス
ル
タ
ー
ン
」
「
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
家
の
王
冠
」
と
い
う
表
現
も
含
ま
れ
て
お
り
、
後
者
は
前
出
②
碑

板
と
は
違
っ
て
「
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
」
（
伝
》
r
）
と
い
う
～
般
的
な
表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
表
記
の
相
違
は
単
な
る
正
誤
の
問
題

で
は
な
く
、
慣
用
も
し
く
は
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
表
現
上
「
ダ
ウ
ラ
」
と
「
ウ
ン
マ
」
（
信
仰
共
同
体
）
の
よ
う

に
対
句
が
多
用
さ
れ
て
い
る
が
、
「
ふ
た
つ
の
海
」
（
9
毛
一
）
「
人
間
と
ジ
ン
」
（
雇
一
）
「
東
と
西
」
（
亀
匡
）
の
三
語
は
ア
ラ
ビ
ア
語
の
双
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

形
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
表
現
は
後
世
の
オ
ス
マ
ー
ン
朝
時
代
に
も
類
例
が
あ
る
。

⑤
カ
イ
セ
リ
郊
外
カ
ラ
タ
イ
・
ハ
ン
の
碑
板

通
商
交
易
を
重
視
し
た
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
の
ア
ナ
ト
リ
ア
に
は
、
主
要
な
通
商
ル
ー
ト
上
に
カ
ー
ル
ヴ
ァ
ー
ン
サ
ラ
ー
イ
、
リ
バ
ー
ト
、
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ハ
ー
ン
な
ど
と
呼
ば
れ
た
多
数
の
隊
商
宿
が
建
設
さ
れ
た
。
そ
の
い
く
つ
か
は
現
存
し
、
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
と
し
て
観
光
地
に
も
な
っ
て
い

る
。
カ
バ
ド
キ
や
地
方
に
あ
る
カ
イ
セ
リ
の
町
は
、
コ
ン
ヤ
や
ス
ィ
ヴ
ァ
ス
と
並
ん
で
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
の
軍
事
・
通
商
経
済
上
の
重
要
都

市
で
あ
り
、
こ
の
都
市
の
周
辺
に
も
隊
商
宿
が
残
っ
て
い
る
。
市
の
中
心
部
か
ら
約
三
六
㎞
、
東
方
の
マ
ラ
ト
や
方
面
に
向
か
う
街
道
沿
い
に

通
称
カ
ラ
タ
イ
・
ハ
ン
と
呼
ば
れ
る
、
頑
丈
な
石
造
の
外
壁
を
持
ち
、
規
模
の
大
き
な
隊
商
宿
が
残
っ
て
お
り
、
こ
の
隊
商
宿
の
入
口
の
上
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
次
の
よ
う
な
内
容
の
四
行
分
の
ア
ラ
ビ
ア
語
碑
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
原
文
）

　
　
レ
奪
七
匹
転
蟄
寮
覚
」
暮
∫
5
｝
些
O
匠
L
ニ
セ
櫨
蔓
」
亀
屋
協
凄
レ
⊆
一
昏
匿
一

　
　
　
“
亀
一
雫
猷
ジ
』
鞍
b
O
区
巨
億
脹
転
影
匿
一
槍
一
㌃
レ
転
9
』
｝
魅
∬
二
9
ヒ
⊂
ε
」

（
日
本
語
訳
）

　
　
　
王
権
は
唯
一
な
る
、
勝
利
者
、
不
滅
で
、
永
続
す
る
神
に
属
す
る
。
彼
は
、
神
。
最
大
の
ス
ル
タ
ー
ン
、
偉
大
な
シ
ャ
ー
ハ
ー
ン
シ
ャ
ー
フ
、
世
界
に

　
　
お
け
る
神
の
影
、
ギ
ヤ
ー
ス
ッ
ド
ゥ
ン
ヤ
ー
・
ワ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ブ
ル
フ
ァ
ト
フ
・
カ
イ
ホ
ス
ロ
ウ
・
プ
ン
・
カ
イ
ク
バ
ー
ズ
、
信
者
の
長
の
協
同
者

　
　
　
門
カ
ス
ィ
ー
ム
】
、
ヒ
ジ
ュ
ラ
よ
り
六
三
八
年
に
。

（
解
説
）

　
こ
の
碑
板
は
、
④
碑
板
を
残
し
た
カ
イ
ク
バ
ー
ド
の
息
子
カ
イ
ホ
ス
ロ
ウ
ニ
世
が
、
六
三
八
（
一
一
西
O
l
四
一
）
年
に
カ
ラ
タ
イ
・
ハ
ン
の

再
建
を
命
じ
た
こ
と
を
記
念
す
る
も
の
で
、
隊
商
宿
の
創
建
が
カ
イ
ク
バ
ー
ド
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
別
の
碑
板
も
残
っ
て
い
る
。
冒
頭

の
「
王
権
は
神
に
属
す
る
」
と
い
う
文
言
は
、
カ
イ
ホ
ス
ロ
ウ
ニ
世
が
公
文
書
な
ど
に
署
名
す
る
際
に
使
用
し
て
い
た
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
で

も
上
述
①
④
と
同
じ
「
最
大
の
ス
ル
タ
ー
ン
」
「
偉
大
な
シ
ャ
ー
ハ
ー
ン
シ
ャ
ー
フ
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
表
現
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

特
定
の
ス
ル
タ
ー
ン
で
は
な
く
、
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
の
ほ
と
ん
ど
ど
の
ス
ル
タ
ー
ン
に
も
付
せ
ら
れ
る
定
型
句
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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以
上
、
こ
の
章
で
は
一
考
ー
ご
二
世
紀
の
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
晴
代
の
、
筆
者
が
直
接
調
査
す
る
こ
と
の
で
き
た
代
表
的
な
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」

に
付
さ
れ
た
碑
刻
銘
文
五
点
を
紹
介
し
た
が
、
考
察
の
ま
と
め
と
し
て
以
下
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
（
一
）
　
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
の
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
に
付
さ
れ
た
翻
刻
銘
文
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
で
書
か
れ
て
お
り
、
宮
廷
や
一
般
社
会
で
使

　
　
　
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
ペ
ル
シ
ア
語
や
ト
ゥ
ル
ク
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
（
二
）
支
配
者
で
あ
る
ス
ル
タ
ー
ン
に
付
さ
れ
る
称
号
や
形
容
辞
は
そ
の
多
く
が
定
型
句
化
し
て
お
り
、
筆
者
の
手
許
に
あ
っ
て
、
本
稿
で

　
　
　
は
紹
介
で
き
な
か
っ
た
他
の
多
数
の
実
例
の
内
容
を
考
慮
し
て
も
個
人
の
特
定
に
つ
な
が
る
、
独
自
の
称
号
や
形
容
辞
な
ど
は
例
が
少

　
　
　
な
い
。
「
ス
ル
タ
ー
ン
」
の
称
号
と
対
句
的
に
用
い
ら
れ
る
表
現
は
ペ
ル
シ
ア
語
で
「
王
中
の
王
」
を
意
味
す
る
「
シ
ャ
ー
ハ
ン
シ

　
　
　
ャ
ー
フ
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
に
特
徴
的
な
支
配
者
の
称
号
で
あ
る
。
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
は
ト
ゥ
ル
ク
系
の
一
族
な
が
ら
、

　
　
　
碑
刻
銘
文
資
料
中
で
「
ト
ゥ
ル
ク
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
民
族
名
と
し
て
は
「
ア
ラ
ブ
と
ア
ジ
ャ
ム
」
と
い
う
表
現
が

　
　
　
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

　
（
三
）
　
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
の
ス
ル
タ
ー
ン
た
ち
は
い
ず
れ
も
「
信
者
の
長
の
援
助
者
（
ナ
ー
ス
ィ
ル
）
／
明
証
（
ブ
ル
ハ
ー
ン
）
／
協
同
者
（
カ
ス

　
　
　
ィ
ー
ム
）
」
な
ど
の
称
号
を
用
い
て
お
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
当
時
の
「
信
者
の
長
」
た
る
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
の
ハ
リ
ー
フ
ァ
と
の
関
係
が

　
　
　
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
称
号
は
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
の
ハ
リ
ー
フ
ァ
が
一
二
五
八
年
に
フ
レ
グ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
　
ハ
ン
率
い
る
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
攻
撃
を
受
け
て
、
首
都
バ
グ
ダ
ー
ド
と
共
に
滅
亡
し
た
後
に
は
用
い
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

①
艸
銘
跨
ぎ
国
算
ぎ
潤
8
誘
ド
醇
ミ
ミ
ミ
隠
蔽
§
ミ
ミ
蔑
恥
き
三
二
寒
惑
計

　
〉
艮
碧
斜
一
〇
①
郵
。
。
’
ω
O
O
（
以
下
で
の
略
称
は
、
図
o
p
誘
F
穴
。
ロ
巻
）
に
こ
の
刻

　
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
が
、
こ
の
同
じ
ミ
ン
バ
ル
の

　
登
壇
口
の
別
の
箇
所
に
は
、
「
イ
ッ
ズ
ッ
ド
ゥ
ン
ヤ
i
・
ワ
ッ
デ
ィ
…
ン
・
ア
ブ

　
ル
フ
ァ
ト
フ
・
マ
ス
ウ
ー
ド
・
プ
ン
・
ク
ル
チ
ア
ル
ス
ラ
ン
、
信
者
の
長
の
援
助

　
者
【
ナ
ー
ス
ィ
ル
】
」
と
い
う
ク
ー
フ
ィ
ー
体
の
刻
文
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
ミ

　
ン
バ
ル
そ
の
も
の
の
製
作
は
ク
ル
チ
ア
ル
ス
ラ
ン
阿
世
の
父
で
あ
る
マ
ス
ウ
ー
ド

　
一
世
の
治
世
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

②
囚
。
蔓
p
F
緊
。
嵩
P
ω
二
で
は
五
五
〇
年
ラ
ジ
ャ
ブ
月
（
二
五
五
年
八
月
三

　
一
日
－
九
月
二
九
日
）
に
製
作
さ
れ
た
と
の
銘
文
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、

　
筆
者
は
確
認
し
て
い
な
い
。

③
拙
稿
「
「
大
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
偏
と
「
ル
ー
ム
・
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
」
扁
『
西
南
ア
ジ
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ア
研
究
駈
四
一
、
一
九
九
四
年
、
三
七
頁
・
四
五
頁
参
照
。

④
ト
ル
コ
申
書
入
イ
ル
デ
ィ
ル
（
国
警
「
象
「
）
の
タ
シ
ュ
・
マ
ド
ラ
サ
と
呼
ば
れ

　
る
建
物
の
入
口
正
面
の
周
囲
に
向
か
っ
て
右
縁
下
か
ら
始
ま
り
、
右
縁
上
毒
上
縁

　
↓
黒
縁
上
↓
左
縁
下
の
順
に
連
続
す
る
一
連
の
定
礎
碑
板
中
に
、
「
ル
…
ム
、
ア

　
ル
マ
ン
、
シ
ャ
ー
ム
、
デ
ィ
ヤ
ー
ル
・
バ
ク
ル
、
イ
フ
ラ
ン
ジ
ュ
諸
地
方
の
ス
ル

　
タ
ー
ン
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
碑
板
に
よ
れ
ば
、
こ
の
マ
ド
ラ
サ
は

　
本
来
六
三
五
（
＝
一
三
七
一
八
）
年
カ
イ
ホ
ス
ロ
ウ
要
図
に
よ
っ
て
建
設
が
命
じ

　
ら
れ
た
隊
商
宿
（
ハ
ー
ン
）
で
あ
る
。
d
讐
貸
費
覧
δ
鰹
¢
聖
霊
臥
一
国
鉢
貫

　
出
嵩
亀
魯
ミ
寒
、
，
瀞
§
蔦
ミ
藩
紙
ぎ
貯
、
§
§
嵩
窯
帖
、
§
三
門
§
き
§
さ
ミ
》
勘
ミ
¢

　
象
ミ
ミ
計
b
d
ミ
竃
ミ
詳
O
§
加
書
ミ
斡
》
ミ
嵩
跨
鼻
じ
。
鼠
舞
ひ
冬
嚥
薗
窪
N
象
Ψ
霊
魯
倒
b
寧

　
ミ
国
払
奪
ミ
，
§
国
ミ
ぴ
亀
g
壁
ミ
℃
、
譜
ミ
肉
暁
ミ
貯
ミ
，
竃
象
》
欝
象
ミ
ぎ
詳
毎
㎏
さ
詳

　
§
過
越
墨
守
§
ゆ
建
ミ
救
D
讐
N
貯
、
，
N
ぎ
寒
§
§
ミ
ミ
黛
§
鼻
國
。
。
齢
弓
げ
巴
“
一
Φ
鱒
り
’
ζ
・
’

　
圏
。
。
－
O
．
（
以
下
で
の
略
称
は
、
¢
N
暮
＄
＠
一
r
内
障
9
ぴ
Φ
一
Φ
国
ト
っ
）
及
び
ω
巳
Φ
《
ヨ
睾

　
ω
二
二
降
団
二
陣
げ
ぷ
訓
肉
竪
ミ
凹
、
・
勲
N
簿
導
ミ
『
冨
識
賞
H
。
・
雷
p
げ
¢
γ
6
刈
込
っ
．
ω
■
b
っ
戯
■
に

　
テ
ク
ス
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

⑤
こ
の
碑
板
は
、
ウ
ズ
ン
チ
ャ
ル
シ
ュ
ル
の
著
書
に
テ
ク
ス
ト
が
収
録
さ
れ
て
い

　
る
他
に
、
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
の
医
学
や
病
院
を
扱
っ
た
書
物
の
中
で
も
テ
ク
ス

　
ト
が
3
1
用
さ
れ
て
い
る
。

　
幻
珍
く
時
勢
鑑
N
〈
①
獄
讐
p
障
国
自
薦
日
¢
N
旨
＄
ゼ
F
毎
毫
§
ミ
冨
蕃
§
M
§

　
§
寒
隷
ミ
ミ
§
鳶
勲
§
句
義
ミ
メ
H
し
・
寅
。
げ
巳
り
一
〇
N
Q
Q
甲
ω
■
一
〇
ト
っ
．
u
＞
■
ω
⇔
7
①
覧
¢
ロ
＜
Φ
び

　
浄
婦
寒
寒
い
暮
ミ
斜
諺
口
搾
9
建
甲
一
り
膳
9
。
。
‘
㎝
ρ
O
α
づ
鷺
0
勉
葺
m
ざ
国
㌧
ミ
誉
ミ
浄
骨
ヘ
ミ
鳳
』

　
隠
O
恥
ミ
§
ミ
b
§
蕩
吻
欝
隷
詳
〉
昌
片
費
♪
一
り
㊤
ト
っ
”
も
。
．
膳
9
▼
ω
．
C
Φ
笥
艮
我
甲
翰
慧
砺

　
b
ミ
譜
噸
魯
旨
N
め
N
柏
翁
N
憲
罷
H
し
。
梓
帥
訂
げ
巳
噂
一
Φ
0
ω
甲
ω
．
H
O
Q
．

⑥
拙
稿
「
ニ
イ
デ
」
四
頁
参
照
。
本
稿
で
紹
介
す
る
以
下
の
碑
板
に
見
ら
れ
る
よ

　
う
に
、
カ
イ
カ
…
ウ
ス
一
世
以
降
、
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
の
ス
ル
タ
ー
ン
た
ち
は
「
陸

　
と
ふ
た
つ
の
海
の
ス
ル
タ
ー
ン
」
と
い
う
表
現
も
用
い
て
い
た
。

⑦
「
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
漏
ま
た
は
「
セ
ル
ジ
ュ
ク
」
（
サ
ル
チ
ュ
ク
）
と
い
う
言
葉

　
が
ト
ゥ
ル
ク
語
の
い
か
な
る
原
語
に
由
来
し
て
い
る
の
か
は
、
未
だ
に
判
明
し
て

　
い
な
い
。
一
一
世
紀
に
『
ト
ゥ
ル
ク
諸
語
集
成
臨
を
残
し
た
マ
フ
ム
ー
ド
・
カ
ー

　
シ
ユ
ガ
リ
ー
が
「
セ
ル
ジ
ュ
ク
」
（
務
『
）
と
い
う
綴
り
で
表
記
し
て
い
る
こ
と

　
は
同
時
代
に
残
さ
れ
た
記
録
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
囚
ぶ
α
q
9
滞
ζ
聾
ヨ
q
負

　
b
帖
§
ミ
N
卜
曼
翫
ゲ
寒
ミ
噛
日
日
℃
『
げ
二
一
導
闇
》
轡
搾
霞
P
6
0
ρ
。
・
■
笛
膳
ρ

⑧
こ
の
碑
板
は
図
。
μ
誘
r
囚
。
⇒
誘
5
。
．
G
。
O
ρ
及
び
円
Φ
雪
天
U
霞
雪
払
魯
誌
ミ
b
免
■

　
竃
杭
肉
曾
ミ
亀
冬
§
韓
ミ
簿
N
偽
試
奪
N
鷲
竃
§
ミ
賊
き
》
昆
碧
ρ
込
o
O
O
ピ
ω
．
ω
①
馬
■
に
テ

　
ク
ス
ト
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

⑨
こ
の
碑
板
は
臣
茜
亀
卜
国
鋳
ざ
囚
。
p
誘
貫
郎
§
現
身
§
註
ミ
寒
誌
悪

　
肉
§
§
辞
同
ω
乾
酪
げ
旦
6
駆
◎
ω
．
δ
α
．
（
以
下
で
の
略
称
は
、
開
o
p
葦
F

　
》
幽
き
誘
）
及
び
≧
一
尾
費
島
P
郎
貯
δ
唱
肉
貯
譜
N
恥
、
評
H
。
。
鼠
口
σ
鼻
ト
っ
O
O
卜
⊃
曽
ω
．
c
。
ρ
に

　
テ
ク
ス
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ク
ズ
ル
・
ク
レ
の
北
面
に
も
四
行
分
の
碑
板
が

　
遺
さ
れ
て
お
り
、
こ
ち
ら
は
同
じ
内
容
が
よ
り
簡
潔
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

⑩
こ
の
三
つ
の
衰
現
は
、
出
て
く
る
順
番
も
そ
の
ま
ま
拙
稿
「
ニ
イ
デ
」
①
③
⑧

　
碑
板
中
で
も
見
ら
れ
る
。

⑪
拙
稿
「
ふ
た
つ
の
」
二
三
頁
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
ト
プ
カ
プ
宮
殿
、
バ
ー
ブ
・

　
フ
マ
ー
ユ
ー
ン
の
碑
板
中
に
類
似
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。

⑫
こ
の
碑
板
は
田
澤
甲
匿
Φ
象
。
竪
～
婁
恥
識
窓
§
§
越
国
酒
。
・
Φ
券
吋
O
O
け
ω
’

　
①
N
．
及
び
ζ
・
閃
虫
講
¢
徽
葺
く
Φ
累
．
ζ
窃
巳
囚
。
彰
四
P
防
職
饗
神
b
d
曇
瀞
貯
、
爵
譜
起

　
Q
偽
ミ
ミ
奪
謡
漆
、
ミ
旨
趣
Q
貯
M
岩
船
馬
篭
ミ
謡
響
馬
竃
肉
融
、
，
N
ミ
5
潤
o
o
《
P
一
㊤
麟
ρ
ω
．

　
ω
N
．
に
テ
ク
ス
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

⑬
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
の
ス
ル
タ
ー
ン
た
ち
の
う
ち
、
碑
板
②
③
を
残
し
た
カ
イ
カ
ー

　
ウ
ス
一
世
は
「
敵
に
打
ち
勝
つ
」
（
f
L
巴
一
）
と
い
う
形
容
詞
を
用
い
て
お
り
、
ク

　
ル
チ
ア
ル
ス
ラ
ン
ニ
世
の
長
子
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
累
世
（
在
位
一
～
九
六
一
～
二
〇

　
四
）
も
「
勝
利
者
」
（
》
屡
）
と
い
う
形
容
詞
を
胴
い
て
い
た
こ
と
が
碑
刻
銘
文

　
資
料
の
実
例
か
ら
分
か
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
こ
れ
ら
の
形
容
詞
が
付
せ
ら
れ

　
る
ス
ル
タ
ー
ン
は
、
実
名
が
読
み
取
れ
な
い
場
合
も
カ
イ
カ
ー
ウ
ス
一
世
や
ス
ラ
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イ
マ
…
ン
の
こ
と
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

⑭
「
ブ
ル
ハ
ー
ン
」
の
称
号
が
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
の
滅
亡
後
も
ア
ナ
ト
リ
ア
の
セ
ル

ジ
ュ
ク
朝
時
代
の
碑
板
上
で
使
用
さ
れ
て
い
る
実
例
に
つ
い
て
は
、

デ
」
九
一
一
〇
買
参
照
。

拙
稿
「
ニ
イ

3
”
西
暦
一
四
世
紀
ベ
イ
リ
ク
時
代
ア
ナ
ト
リ
ア
の
重
刻
銘
文
資
料
の
実
例

歴史的なモニュメントの碑刻銘文資料が語るもの（井谷）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
ベ
イ
シ
エ
ヒ
ル
市
内
ア
シ
ュ
ラ
フ
オ
ウ
ル
・
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
併
設
の
墓
廟
入
口
の
銘
文

　
コ
ン
ヤ
の
西
方
約
八
○
㎞
に
あ
る
ベ
イ
シ
ェ
ヒ
ル
は
、
ベ
イ
シ
ェ
ヒ
ル
湖
畔
の
小
さ
な
町
で
あ
る
。
ベ
イ
シ
ェ
ヒ
ル
湖
の
西
岸
に
は
、
か
つ

て
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
に
上
述
の
カ
イ
ク
バ
ー
ド
～
世
が
、
自
ら
の
名
に
ち
な
ん
で
ク
バ
ー
ダ
ー
バ
ー
ド
の
離
宮
を
建
設
し
、
そ
の
遺
趾
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
多
数
の
彩
色
タ
イ
ル
な
ど
が
出
土
し
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
ベ
イ
シ
ェ
ヒ
ル
湖
の
東
岸
に
あ
る
ベ
イ
シ
ェ
ヒ
ル
の
町
は
現
在
行
政
上
コ
ン

や
県
に
属
し
て
お
り
、
交
通
や
経
済
上
コ
ン
ヤ
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
。
こ
の
町
に
は
、
一
四
世
紀
の
ベ
イ
リ
ク
時
代
に
ア
シ
ュ
ラ
フ
・
ベ
イ

リ
ク
の
本
拠
が
置
か
れ
て
お
り
、
現
在
も
こ
の
時
代
の
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
や
マ
ド
ラ
サ
な
ど
の
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
が
残
っ
て
い
る
。
ジ
ャ
ー
ミ
ウ

そ
の
も
の
に
も
碑
板
が
遺
さ
れ
て
い
る
が
、
ジ
ャ
！
ミ
ウ
に
併
設
さ
れ
る
墓
廟
の
入
口
に
、
以
下
の
よ
う
な
ア
ラ
ビ
ア
語
で
二
行
分
の
碑
板
が

　
　
　
　
　
　
②

掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
原
文
）

　
　
毬
一
塞
些
9
」
些
鉱
t
g
堂
｛
『
？
農
壕
9
ど
毛
一
伏
し
f
ヒ
」
も
『
『
・
巨
f
墨

　
　
　
ヒ
農
ヒ
し
毛
転
島
憶
一
亀
じ
f
『
鼎
ヒ
¢
匿
f
魚
」
を
t
紅
一
地
＝
壱
一
嵐
些

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
b

（
日
本
語
訳
）

　
　
　
偉
大
で
、
貴
く
、
重
ん
じ
ら
れ
る
ア
ミ
ー
ル
、
ア
ブ
ル
マ
ア
ー
リ
i
、
宗
教
と
信
仰
に
お
け
る
真
理
（
神
）
の
剣
、
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
・
イ
ブ
ン
・
ア
シ
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ユ
ラ
フ
が
七
〇
…
年
に
、
こ
の
祝
福
さ
れ
た
、
幸
運
な
、
ふ
た
つ
の
家
（
現
世
と
来
世
）
に
お
い
て
至
高
な
る
神
の
罰
か
ら
安
全
な
下
樋
【
ト
ゥ
ル
バ
】

　
　
の
建
設
を
命
じ
た
。

（
解
説
）

　
こ
の
墓
廟
の
建
設
者
は
ア
シ
ュ
ラ
フ
・
ベ
イ
リ
ク
の
始
祖
で
あ
る
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
・
イ
ブ
ン
・
ア
シ
ュ
ラ
フ
で
あ
り
、
彼
は
ベ
イ
シ
ェ
ヒ
ル

の
町
に
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
と
こ
の
墓
廟
を
築
き
、
死
後
こ
の
墓
廟
に
葬
ら
れ
た
。
墓
廟
の
建
設
は
七
〇
一
（
～
三
〇
一
…
二
）
年
で
、
ま
だ
こ
の
時

点
で
は
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
の
ス
ル
タ
ー
ン
が
存
在
し
て
お
り
、
ア
シ
ュ
ラ
フ
・
ベ
イ
リ
ク
の
支
配
者
た
ち
も
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
か
ら
官
職
な
ど
を
与

え
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
碑
板
に
よ
る
限
り
、
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
の
上
位
に
あ
り
、
主
君
に
当
た
る
人
物
の
名
前
は
現
れ
ず
、
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
は

「
偉
大
で
、
貴
く
、
重
ん
じ
ら
れ
る
ア
ミ
ー
ル
」
と
し
て
独
立
し
た
支
配
者
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
注
目
し
て
よ
い
の
は
、
セ
ル
ジ

ュ
ク
朝
時
代
に
は
支
配
者
の
称
号
と
し
て
現
れ
て
く
る
「
ス
ル
タ
ー
ン
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ア
ナ
ト
リ
ア
の

他
の
地
域
の
例
を
見
て
も
一
四
世
紀
前
半
に
、
ベ
イ
リ
ク
の
支
配
者
が
「
ス
ル
タ
ー
ン
」
と
い
う
称
号
を
碑
刻
銘
文
資
料
で
使
用
し
た
例
は
兇

　
　
　
　
　
　
　
　
③

当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

②
マ
ニ
サ
布
内
ウ
ル
・
ジ
ャ
上
ミ
ウ
の
入
口
上
方
の
碑
板
（
写
真
4
）

　
マ
ニ
サ
は
現
在
ト
ル
コ
共
和
国
第
三
の
都
市
で
あ
る
、
エ
ー
ゲ
海
に
臨
む
海
港
イ
ズ
ミ
ル
の
東
北
単
三
〇
㎞
の
と
こ
ろ
に
あ
る
町
で
あ
る
。

こ
の
町
は
～
六
世
紀
か
ら
の
オ
ス
マ
ー
ン
朝
時
代
に
王
子
た
ち
が
派
遣
さ
れ
て
統
治
に
当
た
っ
た
場
所
で
あ
る
が
、
一
四
世
紀
の
ベ
イ
リ
ク
時

代
に
は
サ
ル
ハ
ン
・
ベ
イ
リ
ク
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。
マ
ニ
サ
の
町
を
見
下
ろ
す
山
麓
に
旧
市
街
が
残
っ
て
お
り
、
そ
の
中
に
ベ
イ
リ
ク
時
代

の
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
と
し
て
ウ
ル
・
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
が
あ
る
。
こ
の
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
の
入
口
上
方
に
、
以
下
の
よ
う
な
、
右
↓
中
央
↓
左
の
順
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

連
続
す
る
ア
ラ
ビ
ア
語
で
～
行
分
の
碑
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
原
文
）
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歴史的なモニュメントの碑刻銘文資料が語るもの（井谷）

姦
占
℃
し
㍗
切
稻
L
C
巳
レ
f
」
セ
与
「
出
一
量
“
墜
昏
k
」
弔
』
㌻
壕
墜
芝

5
泌
ζ
忍
h
C
奮
一
像
ε
一
襲
＝
汐
ご
忍
歩
㎜
巨
レ
》
L
一
覧
⊂
D
藍
三
一
》

》
G
t
量
し
墜
些
題
些
｛
瓜
し
巨
「
㌻
一
〇
匠
」
f
重
鵬
翼
E
し
ど
｛
ε
㍗
ζ

9
0
F
『
し
匝
一
匿
一
ぜ
f
と
減
書
し
甚
一
達
一
墜
忌
t
t
膨
f
し
；
紘
一
壌
蕨
ω
迄
｝

　
ど
嘉
』
警
b
じ
9
芦
・
亀
卜
℃
民
望
○
「
ヒ
「
・
9
皇
艦
亀
⑤
「
し
㍗
じ
匠
」

（
日
本
語
訳
）

　
　
　
慈
悲
深
く
慈
愛
遍
ね
き
神
の
名
に
お
い
て
。
マ
ス
ジ
ド
を
勤
行
の
場
と
し
た
神
に
称
賛
あ
れ
。
最
善
の
被
造
物
、
最
良
の
存
在
で
あ
る
神
の
預
言
者
ム

　
　
ハ
ン
マ
ド
に
祝
福
あ
れ
。
偉
大
な
ス
ル
タ
ー
ン
、
諸
民
族
の
奴
隷
た
ち
の
所
有
者
、
第
二
の
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
、
恥
知
ら
ず
な
者
た
ち
を
非
難
す
る
者
、
不

　
　
信
御
者
に
打
ち
勝
つ
者
、
神
の
道
に
お
い
て
奮
闘
す
る
者
【
ム
ジ
ャ
ー
ヒ
ド
】
、
大
赦
す
る
王
（
神
）
の
摂
理
に
よ
っ
て
援
け
ら
れ
た
者
、
勝
利
者
、
ス

ル
タ
ー
ン
の
子
の
ス
ル
タ
ー
ン
、
チ
ャ
ラ
ビ
ー
・
イ
ス
ハ
ー
ク
・
イ
ブ
ン
・
イ
ル
ヤ
ー
ス
・
ビ
ン
・
サ
ー
ル
ー
・
ハ
ー
ン
　
　
神
が
そ
の
国
運
を
永
遠
な

呪
レ
凝
を
凝
ゲ
に
一
が
七
六
八
年
に
、
こ
の
聖
な
る
、
優
美
で
人
の
集
ま
る
門
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
】
礼
拝
所
【
マ
ア
バ
ド
】
の
建
設
を
実
行
し
、
門
上
に
飾

っ
た
こ
と
に
注
意
し
て
、
そ
の
完
成
に
努
力
を
傾
け
た
。

（
解
説
）

　
こ
の
碑
板
は
七
六
八
（
一
三
六
六
－
七
）
年
に
サ
ル
ハ
ン
・
ベ
イ
リ
ク
の
支
配
者
チ
ェ
レ
ビ
ー
・
イ
ス
ハ
ー
ク
が
建
設
さ
せ
た
マ
ニ
サ
の
ウ

ル
・
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
の
入
り
口
に
掲
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
出
の
①
碑
板
と
は
異
な
り
、
こ
こ
で
イ
ス
ハ
ー
ク
は
一
三
世
紀
の
セ
ル
ジ
ュ

ク
朝
の
ス
ル
タ
ー
ン
た
ち
と
同
じ
「
偉
大
な
ス
ル
タ
ー
ン
」
「
諸
民
族
の
奴
隷
た
ち
の
所
有
者
」
な
ど
の
形
容
辞
を
付
さ
れ
て
い
る
。
前
代
と

異
な
る
の
は
ス
ル
タ
ー
ン
の
ラ
カ
ブ
と
し
て
の
「
ー
ド
ゥ
ン
ヤ
ー
・
ワ
ッ
デ
ィ
ー
ン
」
な
ど
の
称
号
と
、
す
で
に
存
在
し
な
く
な
っ
て
一
世
紀

以
上
を
経
た
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
の
ハ
リ
ー
フ
ァ
へ
の
臣
従
を
示
す
「
信
者
の
長
の
～
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
～
ド
ゥ
ン

ヤ
ー
・
ワ
ッ
デ
ィ
ー
ン
」
と
い
う
ラ
カ
ブ
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
使
わ
れ
な
く
な
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
明
確
な
解
答
を
与
え
る
の
は
難
し
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い
が
、
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
雲
気
銘
文
資
料
で
は
一
四
世
紀
前
半
か
ら
こ
の
よ
う
な
表
現
の
使
用
が
曖
昧
に
な
り
始
め
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

五
世
紀
に
は
使
用
例
が
減
り
、
～
五
世
紀
の
後
半
に
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。

　
「
ス
ル
タ
ー
ン
」
と
い
う
称
号
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
ベ
イ
リ
ク
の
支
配
者
た
ち
に
も
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
明

確
な
解
答
を
与
え
る
こ
と
が
難
し
い
。
こ
の
点
も
調
査
し
た
実
例
か
ら
言
え
ば
、
＝
二
世
紀
に
「
ス
ル
タ
ー
ン
」
を
名
乗
っ
た
の
は
専
ら
セ
ル

ジ
ュ
ク
朝
の
支
配
者
で
あ
り
、
そ
の
後
一
四
世
紀
前
半
の
～
時
期
ア
ナ
ト
リ
ア
の
東
部
、
中
央
部
で
は
モ
ン
ゴ
ル
政
権
イ
ル
ハ
ン
国
の
支
配
者

ウ
ル
ジ
ェ
イ
ト
ゥ
、
ア
ブ
ー
・
サ
イ
ー
ド
父
子
が
称
さ
れ
た
例
が
あ
る
が
、
ア
ナ
ト
リ
ア
西
部
で
は
例
が
な
い
。
し
か
し
、
一
四
世
紀
の
後
半

に
な
る
と
、
こ
の
碑
板
の
サ
ル
ハ
ン
・
ベ
イ
リ
ク
の
イ
ス
ハ
ー
ク
を
は
じ
め
、
オ
ス
マ
ー
ン
朝
で
も
「
ス
ル
タ
ー
ン
」
号
を
用
い
始
め
る
の
で

　
⑥

あ
る
。
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③
カ
ラ
マ
ン
市
内
通
称
ア
ク
・
テ
ッ
ケ
の
入
口
上
方
の
碑
板

　
カ
ラ
マ
ン
の
町
は
、
コ
ン
ヤ
の
東
南
約
八
○
㎞
に
あ
り
、
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
は
ラ
ー
ラ
ン
ダ
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
後
に
ア
ナ
ト
リ
ア
中

央
部
で
最
大
の
ベ
イ
リ
ク
と
な
っ
た
カ
ラ
マ
ン
・
ベ
イ
リ
ク
の
中
心
地
で
あ
っ
た
た
め
に
、
カ
ラ
マ
ン
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
カ
ラ
マ

ン
・
ベ
イ
リ
ク
は
一
時
ア
ナ
ト
リ
ア
に
お
け
る
オ
ス
マ
ー
ン
朝
の
最
大
の
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
と
な
っ
た
が
、
｝
五
世
紀
の
後
半
に
オ
ス
マ
ー
ン
朝
に

よ
っ
て
最
終
的
に
滅
ぼ
さ
れ
た
。
こ
の
町
に
は
ベ
イ
リ
ク
時
代
の
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
が
残
っ
て
お
り
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
通
称
ア
ク
・
テ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ケ
（
ト
ル
コ
語
で
、
白
い
修
道
場
の
意
味
）
の
入
口
に
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
の
ア
ラ
ビ
ア
語
で
五
行
分
の
碑
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
原
文
）

　
　
藍
一
し
廿
巨
櫨
量
E
一
〇
三
糸
し
E
一
｛
濫
…
い
し
レ
㌧
♂
甚
一
戯
し
ε
一
側
㌧
塾
監
ご
f
憶
一

　
　
　
9
㌻
9
掛
ε
ヒ
9
」
「
f
「
七
一
右
」
星
些
些
t
C
亀
」
声
声
亀
鼠
9
ヒ
⊂
磁
L
⊂

　
　
懸
）
『
τ
㌃
曳
些
｛
5
巨
F
七
屡
亀
墜
「
F
｝
艦
。
匡
」
意
Y
・
昏
こ
魁
○
∬
猛
9
・
壌
ζ
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9
㌻
9
9
」
・
影
魁
一
塾
氣
を
⊂
串
遂
一
9
辰
9
，
レ
壱
C
ω
二
一
唇
辰
毫
⊂
｛
墨

匙
封
じ
ε
些
隻
し
9
⊆
舟
囲
亀
童
熟
一
声
』
巻
呈
露
C
肇
』
匿
O
F
滋
一
・
壌
ζ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渚
亀
一
置
ξ
』
宝
ヒ
』

（
日
本
語
訳
）

　
　
　
最
大
の
ス
ル
タ
ー
ン
、
世
界
に
お
け
る
神
の
影
、
諸
民
族
の
奴
隷
た
ち
の
所
有
者
、
ア
ラ
ブ
と
ア
ジ
ャ
ム
の
ス
ル
タ
ー
ン
た
ち
の
主
人
、
圧
制
者
や
反

乱
者
た
ち
に
打
ち
勝
つ
者
、
不
信
冠
者
や
多
神
教
徒
た
ち
を
殺
す
者
、
ア
ブ
ル
フ
ァ
ト
フ
・
ア
ラ
ー
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
プ
ン
・
ハ
リ
ー
ル
・
ビ
ン
・
マ
フ

ム
ー
ド
・
（
ビ
ン
）
・
カ
ラ
マ
ー
ン
ー
裾
が
筏
σ
王
鼠
を
滋
遡
蟹
断
口
問
い
：
ぞ
α
軍
撫
を
高
説
V
：
ぞ
傷
掌
上
蓄
だ
塚
を
既
曜
を
漏
㌍
に
一
が
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦

七
七
二
年
ラ
ビ
ー
ウ
ー
月
の
上
旬
に
、
真
知
者
た
ち
の
極
、
神
を
愛
す
る
者
た
ち
の
ス
ル
タ
ー
ン
、
マ
ウ
ラ
ー
ナ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ル
ル
ミ
ッ
ラ
・
フ
ル
バ

ッ
ク
・
ワ
ッ
デ
ィ
ー
ン
　
　
禎
が
筏
曜
眺
叡
蟹
秘
計
を
椰
画
聖
薮
σ
ど
唄
駅
む
伽
に
　
　
の
母
に
属
す
る
、
こ
の
祝
福
さ
れ
た
修
道
場
【
ザ
ー
ウ
ィ
ヤ
】

　
　
と
殉
教
者
で
あ
る
故
ア
ミ
ー
ル
、
サ
イ
フ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
・
ベ
グ
・
プ
ン
・
ハ
リ
ー
ル
・
ビ
ン
・
マ
フ
ム
…
ド
・
ビ
ン
・
カ
ラ
マ
ー
ン

　
　
i
椰
が
筏
砺
塞
所
を
照
呪
引
漏
㌍
に
　
　
の
永
眠
の
場
【
マ
ル
カ
ド
】
の
建
設
を
命
じ
た
。

（
解
説
）

　
こ
の
碑
板
に
は
三
人
目
固
有
名
詞
が
現
れ
る
。
そ
の
～
人
は
、
七
七
二
年
ラ
ビ
ー
ウ
ー
月
上
旬
（
一
三
七
〇
年
九
月
二
三
日
一
～
○
月
二
日
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

こ
の
修
道
場
の
建
設
を
命
じ
た
、
当
時
の
カ
ラ
マ
ン
・
ベ
イ
リ
ク
の
支
配
玉
ア
ラ
ー
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
で
あ
り
、
彼
に
は
前
出
②
碑
板
と
同
じ
く
、

「
最
大
の
ス
ル
タ
ー
ン
」
と
い
う
称
号
以
下
上
述
の
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
の
ス
ル
タ
ー
ン
た
ち
に
使
用
さ
れ
て
い
た
形
容
辞
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
「
マ
ウ
ラ
ー
ナ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ー
ル
ル
ミ
ッ
ラ
…
…
」
は
一
三
世
紀
ア
ナ
ト
リ
ア
が
生
ん
だ
、
有
名
な
ス
ー
フ
ィ
ー
、
詩
人
で
あ
る
ジ
ャ

ラ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ル
ー
ミ
ー
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
が
家
族
と
共
に
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
の
バ
ル
ブ
を
去
っ
て
、
ル
ー
ム
（
ア
ナ
ト
リ
ア
）
の
地

に
至
り
、
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
の
首
都
コ
ン
ヤ
で
「
マ
ウ
ラ
ウ
ィ
ー
（
メ
ヴ
レ
ヴ
ィ
ー
ご
教
団
を
開
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ル
ー
ミ
ー

の
一
行
は
コ
ン
ヤ
に
来
る
前
一
時
ラ
ー
ラ
ン
ダ
に
滞
在
し
た
こ
と
が
あ
り
、
ル
ー
ミ
ー
の
母
の
墓
は
そ
の
地
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
サ
イ
フ
ッ
デ
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イ
ー
ン
・
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
・
ベ
グ
は
そ
の
ナ
サ
ブ
か
ら
見
て
、
こ
の
修
道
場
の
建
設
者
ア
ラ
ー
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
兄
弟
で
あ
り
、

あ
る
故
」
と
い
う
形
容
詞
が
付
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
墓
が
ル
ー
ミ
ー
の
母
の
墓
の
傍
ら
に
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ユ22

rm” P

　　殉

教
　　者

　　で

（122）

④
ア
ン
タ
リ
や
市
内
イ
ヴ
リ
・
ミ
ナ
ー
レ
リ
・
ジ
ャ
芝
ミ
ウ
入
口
の
再
建
碑
板

　
ア
ン
タ
リ
ヤ
の
町
は
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
の
ス
ル
タ
ー
ン
、
カ
イ
ホ
ス
ロ
ウ
一
世
の
時
代
（
～
二
〇
五
1
＝
）
に
征
服
さ
れ
て
そ
の
後
の
歴
代
ス

ル
タ
ー
ン
た
ち
の
越
冬
地
、
そ
し
て
内
陸
ア
ナ
ト
リ
ア
か
ら
地
中
海
へ
の
重
要
な
出
口
と
な
っ
た
。
そ
の
後
一
四
世
紀
に
一
時
キ
リ
ス
ト
教
徒

勢
力
に
奪
回
さ
れ
た
が
、
ベ
イ
リ
ク
時
代
に
再
び
征
服
さ
れ
た
。
現
在
は
ト
ル
コ
共
和
国
を
代
表
す
る
リ
ゾ
ー
ト
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
町

の
旧
市
街
に
あ
る
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
の
遺
跡
で
あ
る
イ
ヴ
リ
・
ミ
ナ
ー
レ
リ
・
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
（
《
旨
く
一
一
ζ
一
昌
蝉
H
Φ
一
一
〇
⇔
ヨ
一
）
の
入
口
上
方
に
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

下
の
よ
う
な
ア
ラ
ビ
ア
語
で
七
行
分
の
碑
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
原
文
）

　
　
t
振
妬
邑
し
石
一
珍
す
㍗
り
E
三
拝
一
号
届
t
圧
昏
一
意
葱
一
室
」
9
β
』
≧
電

　
　
　
｛
⊆
㌧
匿
一
寮
琶
一
必
臥
し
f
ビ
像
正
二
夢
レ
ケ
』
亀
壱
匠
｝
虐
k
黛
壱
ξ
右
f

　
　
　
ら
b
墜
跨
⊆
b
㎏
一
9
レ
追
9
眞
9
ヒ
C
亭
些
し
し
f
テ
ζ
L
一
〇
匡
…
極
一
秘
些

　
　
　
　
　
　
　
亀
一
を
一
じ
ε
。
し
評
妬
卸
ξ
t
妬
誓
妬
兜
」
ぎ
「
加
匿
一
危
宝
9
を
ζ
煽
」
」

（
日
本
語
訳
）

　
　
　
慈
悲
深
く
慈
愛
遍
ね
き
神
の
名
に
お
い
て
。
至
高
な
る
神
の
徳
と
う
る
わ
し
い
恩
寵
の
後
、
い
と
高
き
神
の
摂
理
に
よ
っ
て
、
至
高
に
し
て
祝
福
さ
れ

　
　
る
神
の
助
け
で
ア
ン
タ
ー
リ
ー
ヤ
の
町
の
征
服
が
あ
っ
た
時
、
偉
大
な
ア
ミ
ー
ル
、
海
岸
部
の
ス
ル
タ
ー
ン
、
ム
バ
ー
リ
ズ
ッ
ダ
ウ
ラ
・
ワ
ッ
デ
ィ
ー

　
　
　
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
プ
ン
・
マ
フ
ム
ー
ド
・
ビ
ン
・
ユ
ー
ヌ
ス
ー
裕
が
筏
σ
王
権
を
茄
川
劇
呪
レ
凝
を
凝
演
に
…
が
大
与
す
る
王
（
神
）
の
贈
り
物

　
　
に
感
謝
し
て
、
七
七
四
年
ズ
ル
カ
ア
ダ
月
二
一
日
に
こ
の
祝
福
さ
れ
た
る
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
を
再
建
し
た
。
そ
の
建
築
者
は
宙
官
バ
ラ
バ
ー
ン
で
あ
る
。
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（
解
説
）

　
イ
ヴ
リ
・
ミ
ナ
ー
レ
リ
・
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
は
何
度
か
の
改
修
の
後
、
現
在
全
く
新
し
い
建
物
に
な
っ
て
お
り
、
創
建
当
時
と
は
ほ
ど
遠
い
姿
で

あ
る
が
、
そ
の
名
前
の
由
来
と
な
っ
た
、
線
状
の
溝
が
深
く
刻
ま
れ
た
光
塔
（
マ
ナ
ー
ラ
）
は
ほ
ぼ
創
建
当
時
の
姿
を
留
め
て
い
る
。
こ
の
光

塔
は
ま
さ
に
現
在
の
ア
ン
タ
リ
ヤ
の
町
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
有
名
な
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
で
あ
る
。
こ
の
碑
板
に
よ
る
と
、
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
の

本
体
は
七
七
四
年
ズ
ル
カ
ア
ダ
月
二
一
日
置
～
三
七
三
年
五
月
一
四
日
）
に
、
こ
の
町
を
再
征
服
し
た
ハ
ミ
ー
ド
・
ベ
イ
リ
ク
の
支
配
者
ム
ハ
ン

マ
ド
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
髄
。
ム
ハ
ン
マ
ド
は
前
出
の
①
碑
板
で
紹
介
し
た
ア
シ
ュ
ラ
フ
・
ベ
イ
リ
ク
の
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
と
同

じ
く
「
偉
大
な
ア
ミ
ー
ル
」
と
い
う
称
号
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
ス
ル
タ
ー
ン
の
語
も
出
て
く
る
が
、
そ
れ
は
②
③
碑
板
の
よ
う
な
「
最
大
の
ス

ル
タ
ー
ン
」
や
「
偉
大
な
ス
ル
タ
ー
ン
」
で
は
な
く
、
海
岸
地
域
の
支
配
者
を
意
味
す
る
表
現
の
中
に
お
い
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
ほ
ぼ
同
時
代

に
「
最
大
の
ス
ル
タ
ー
ン
」
な
ど
の
表
現
が
現
れ
る
一
方
で
、
ベ
イ
リ
ク
の
支
配
者
は
「
ア
ミ
ー
ル
」
の
称
号
を
も
用
い
て
い
た
の
で
あ
り
、

あ
る
時
期
に
ア
ナ
ト
リ
ア
で
「
偉
大
な
ス
ル
タ
ー
ン
」
な
ど
の
称
号
が
一
斉
に
用
い
ら
れ
始
め
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
こ
の
碑
板
は
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
章
で
は
、
～
四
世
紀
の
ベ
イ
リ
ク
時
代
の
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
に
残
さ
れ
た
四
点
の
碑
板
の
内
容
を
紹
介
し
た
。
こ
の
時
代
に
オ
ス

マ
ー
ン
朝
を
含
め
て
ア
ナ
ト
リ
ア
各
地
の
宮
廷
な
ど
で
作
成
さ
れ
た
書
物
（
写
本
）
と
な
っ
た
文
献
史
料
は
乏
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
翻
刻
銘
文
資

料
は
重
要
な
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
の
分
量
は
少
な
い
。
考
察
の
ま
と
め
と
し
て
、
以
下
の
こ
と
を
指
摘
し
て

お
き
た
い
。

　
（
～
）
　
一
四
世
紀
の
ベ
イ
リ
ク
時
代
に
な
る
と
、
支
配
者
の
称
号
と
し
て
は
、
「
偉
大
な
ア
ミ
ー
ル
」
な
ど
の
表
現
が
一
般
的
に
な
り
、
書

　
　
　
物
と
な
っ
た
同
時
代
の
文
献
資
料
が
乏
し
い
～
四
世
紀
前
半
に
ベ
イ
リ
ク
の
支
配
者
が
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
と
同
じ
「
偉
大
な
ス
ル

　
　
　
タ
ー
ン
」
な
ど
の
称
号
を
用
い
た
碑
板
な
ど
の
例
は
確
認
で
き
な
い
。

　
（
二
）
　
一
四
世
紀
も
後
半
に
な
る
と
、
オ
ス
マ
ー
ン
朝
を
は
じ
め
、
カ
ラ
マ
ン
、
サ
ル
ハ
ン
な
ど
の
べ
イ
リ
ク
で
は
、
「
偉
大
な
ス
ル
タ
ー
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ン
」
な
ど
の
表
現
が
碑
板
上
で
も
見
ら
れ
始
め
る
。
本
章
で
紹
介
し
た
碑
板
②
③
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。

（
三
）
　
一
四
世
紀
に
な
っ
て
も
碑
刻
銘
文
資
料
は
、
専
ら
ア
ラ
ビ
ア
語
で
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
状
況
は
前
代
と
大
き
な
変
化
が
な
い
。
ま

　
　
た
、
碑
板
な
ど
に
現
れ
る
支
配
者
の
名
に
付
せ
ら
れ
る
形
容
辞
も
大
き
く
変
化
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
支
配
者
の
ラ
カ
ブ
の
使
用
は
、

　
　
地
域
的
な
差
異
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
と
は
少
し
変
化
し
て
く
る
。
本
章
で
取
り
上
げ
た
碑
板
②
の
例

　
　
で
は
、
サ
ル
ハ
ン
・
ベ
イ
リ
ク
の
支
配
者
チ
ェ
レ
ビ
i
・
イ
ス
ハ
ー
ク
の
ラ
カ
ブ
は
碑
板
上
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
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①
ク
バ
…
ダ
ー
バ
ー
ド
遺
跡
と
出
土
品
に
関
す
る
最
薪
の
研
究
と
し
て
幻
9
冨
p

　
＞
コ
ぎ
さ
曾
靴
》
貯
軋
浄
尋
寒
ミ
象
、
遷
竃
◎
§
誌
詳
賦
磐
げ
巳
ビ
b
。
O
O
O
．
が
あ
る
。

②
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
入
口
上
方
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
ア
ラ
ビ
ア
語
で
二
行
分
の
碑
板
は

　
未
だ
解
読
が
完
了
し
て
い
な
い
の
で
、
全
文
を
挙
げ
ら
れ
な
い
が
、
六
九
六
（
一

　
二
九
六
一
七
）
年
に
「
公
正
で
、
善
良
な
ア
ミ
ー
ル
、
サ
イ
フ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ス

　
ラ
イ
マ
ー
ン
・
プ
ン
・
ア
シ
ュ
ラ
フ
」
が
、
隊
商
宿
、
店
舗
、
ハ
ン
マ
ー
ム
、
水

　
単
か
ら
な
る
総
額
一
二
〇
〇
デ
ィ
ル
ハ
ム
に
上
る
私
財
を
ワ
ク
フ
財
と
し
て
マ
ス

　
ジ
ド
に
寄
進
し
、
そ
の
総
額
の
五
分
の
一
を
管
財
人
と
し
て
の
二
人
の
息
子
ム
ハ

　
ン
マ
ド
・
ベ
グ
と
ア
シ
ュ
ラ
フ
・
ベ
グ
に
供
与
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

③
オ
ス
マ
ー
ン
朝
第
二
代
の
君
主
オ
ル
ハ
ン
時
代
の
一
四
世
紀
前
半
に
は
、
オ
ル

　
ハ
ン
も
門
偉
大
な
ア
ミ
…
ル
扁
と
い
う
称
号
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
、
ブ
ル
サ
市

　
内
に
残
る
マ
ス
ジ
ド
の
碑
板
か
ら
分
か
る
。
拙
稿
門
イ
ズ
ニ
ク
」
④
b
碑
板
参
照
。

④
d
N
巨
£
曼
ダ
臣
鼠
げ
Φ
ざ
「
卜
・
w
ω
為
餅
に
テ
ク
ス
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

　
原
文
中
（
｛
蛋
㍗
・
一
f
至
』
）
の
部
分
が
読
み
取
れ
て
い
な
い
。

⑤
拙
稿
「
イ
ズ
ニ
ク
扁
所
載
④
b
碑
板
の
解
説
を
参
照
。

⑥
拙
稿
「
イ
ズ
ニ
ク
」
所
載
⑤
b
碑
板
（
七
七
七
年
ム
ハ
ッ
ラ
ム
月
下
旬
の
年
記

　
あ
り
）
で
は
、
オ
ス
マ
ー
ン
朝
第
三
代
の
ム
ラ
ー
ド
一
世
が
「
最
大
の
ス
ル
タ
ー

　
ン
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。

⑦
こ
の
碑
板
は
H
ぴ
建
三
ヨ
鎖
聾
ξ
囚
8
誘
F
郎
竪
§
ミ
杭
竃
寮
§
鳴
奪
ミ
鴨
捧
℃
亭

　
ミ
§
寄
試
ミ
福
巽
磐
げ
巳
曽
一
〇
①
メ
ω
ω
■
笛
ω
？
一
に
テ
ク
ス
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

⑧
ア
ラ
ー
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
本
来
ラ
カ
ブ
で
あ
り
、
こ
の
後
に
本
名
（
例
え
ば
セ

　
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
に
は
、
カ
イ
ク
バ
ー
ド
な
ど
）
が
続
く
の
が
通
例
で
あ
る
が
、

　
こ
の
人
物
は
「
ア
ラ
！
ウ
ッ
デ
ィ
ー
ン
」
が
本
名
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

　
あ
た
り
に
も
一
四
世
紀
に
な
る
と
、
ラ
カ
ブ
の
使
い
方
が
そ
れ
以
前
と
は
変
化
し

　
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

⑨
こ
の
碑
板
は
、
r
亀
♂
さ
ぎ
貴
醇
、
§
嘗
貸
9
憲
馨
N
§
§
ミ
、
ミ
ぎ
§
き

　
匿
ζ
鼻
8
8
・
ω
」
ω
P
H
（
。
身
四
F
≧
9
信
認
ω
．
t
。
O
。
。
．
ヒ
N
自
3
読
H
ダ
盗
欝
σ
Φ
ζ

　
N
ω
』
㎝
O
．
に
テ
ク
ス
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

⑩
こ
の
ジ
ャ
…
ミ
ウ
の
マ
ナ
ー
ラ
（
光
塔
）
に
は
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
の
カ
イ
ク
バ
ー

　
ド
…
世
の
名
前
が
刻
ま
れ
た
碑
板
が
残
っ
て
い
る
。



4
，
西
暦
一
五
世
紀
前
半
ま
で
の
オ
ス
マ
ー
ン
朝
支
配
時
代
に
ア
ナ
ト
リ
ア
と
ル
ー
メ
リ
に
残
さ
れ
た
碑
刻
銘
文
資
料
の
実
例

①
イ
ズ
ニ
ク
市
内
の
ニ
ー
ル
ー
フ
ァ
ル
・
ハ
ト
ゥ
ン
・
イ
マ
ー
レ
ト
入
口
上
方
の
定
礎
碑
板
（
口
絵
写
真
）

歴史的なモニュメントの碑刻銘文資料が語るもの（井谷）

　
オ
ス
マ
ー
ン
朝
勃
興
の
土
地
に
近
い
イ
ズ
ニ
ク
（
公
田
エ
ア
）
の
町
に
は
オ
ス
マ
ー
ン
朝
初
期
の
代
表
的
な
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
が
残
っ
て

い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
二
一
ル
ー
フ
ァ
ル
・
ハ
ト
ゥ
ン
・
イ
マ
ー
レ
ト
で
あ
り
、
こ
の
建
物
は
現
在
イ
ズ
ニ
ク
博
物
館
の
建
物
に
な
っ
て
お
り
、

建
物
の
内
外
に
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
帝
国
時
代
か
ら
の
歴
史
的
な
碑
板
や
墓
碑
銘
、
石
棺
な
ど
が
多
数
展
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
建
物
の
入
口
上
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
は
以
下
の
よ
う
な
内
容
の
ア
ラ
ビ
ア
語
で
三
行
分
の
碑
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
原
文
）

　
　
9
居
；
壱
一
〇
面
圧
一
を
一
慶
；
し
遷
9
し
磁
窟
底
一
三
し
£
；
し
琶
『
『
・
石
墨

　
　
　
ω
f
皇
セ
一
ω
墨
蔭
ご
達
一
♂
》
L
一
占
些
L
磨
堂
臣
じ
匹
ヒ
9
』
量
じ
匡

　
　
　
　
　
　
農
喜
魅
竃
ど
し
し
を
亀
5
ξ
t
q
極
‘
⊆
慧
じ
魁
レ
猛
鞍
一
哀
し
ヒ
一

（
日
本
語
訳
）

　
　
偉
大
な
る
王
、
高
貴
な
る
ハ
ー
カ
ー
ン
、
ス
ル
タ
ー
ン
の
子
の
ス
ル
タ
ー
ン
、
堀
引
1
一
団
，
日
，
ブ
列
，
日
，
引
口
引
バ
掛
図
　
　
祖
が
筏
傷
烈
風
を
加
州
創
叡
輩

　
　
σ
と
引
引
目
引
に
一
が
、
そ
の
母
で
、
善
行
を
広
め
る
者
、
深
窓
育
ち
の
女
性
た
ち
の
主
、
　
故
一
、
「
U
川
U
プ
囲
堀
，
日
、
バ
U
N
引
目
図
1
へ
禅
が
ゾ
．
．

　
　
覗
レ
を
転
．
向
で
徳
舅
哲
距
楽
風
碇
お
貌
に
一
の
た
め
に
、
七
九
〇
年
ジ
ュ
マ
ー
ダ
ー
1
月
の
初
め
に
、
こ
の
聖
な
る
、
祝
福
さ
れ
た
建
物
【
イ
マ
！

　
　
ラ
】
一
1
繁
栄
し
続
け
る
よ
う
に
一
の
建
設
を
命
じ
た
。

（
解
説
）

　
こ
の
碑
板
は
オ
ス
マ
ー
ン
朝
初
期
の
現
存
す
る
碑
板
の
中
で
は
最
も
美
し
い
碑
板
で
あ
る
。
七
九
〇
年
ジ
ュ
マ
ー
ダ
ー
1
月
の
初
め
（
～
三
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八
八
年
五
月
八
日
）
に
定
礎
さ
れ
、
碑
板
が
附
さ
れ
た
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
で
あ
る
「
イ
マ
ー
ラ
」
は
「
ム
ス
リ
ム
の
善
行
と
さ
れ
る
、
貧
民

へ
の
給
食
施
設
」
を
意
味
し
、
オ
ス
マ
ー
ン
朝
領
内
の
各
地
に
造
営
さ
れ
た
が
、
こ
の
イ
マ
ー
レ
ト
は
現
存
す
る
オ
ス
マ
ー
ン
朝
最
初
期
の
建

物
で
あ
る
。
こ
の
イ
マ
ー
レ
ト
を
建
設
さ
せ
た
オ
ス
マ
ー
ン
朝
第
三
代
目
の
支
配
者
ム
ラ
ー
ド
～
世
に
碑
板
上
で
付
さ
れ
た
形
容
辞
は
「
偉
大

な
る
王
」
「
高
貴
な
る
ハ
ー
カ
ー
ン
」
「
ス
ル
タ
ー
ン
の
子
の
ス
ル
タ
ー
ン
」
と
な
っ
て
い
る
。
オ
ス
マ
ー
ン
朝
の
支
配
者
が
「
ハ
ー
カ
ー
ン
」

と
い
う
称
号
を
用
い
て
い
る
最
も
早
い
例
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
称
号
は
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
や
ベ
イ
リ
ク
時
代
の
碑
刻
銘
文
資
料
に
は
全
く
現

れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
ム
ラ
ー
ド
一
世
の
母
で
、
オ
ル
ハ
ン
（
ウ
ー
ル
ハ
ー
ン
）
の
妻
で
あ
っ
た
ニ
ー
ル
ー
フ
ァ
ル
・
ハ
ト
ゥ
ン
の
名
前
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

イ
ブ
ン
・
バ
ッ
ト
ゥ
ー
タ
の
『
旅
行
記
』
に
も
出
て
く
る
。

②
ブ
ル
サ
市
内
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
｝
毯
廟
入
口
上
方
の
碑
板

　
ブ
ル
サ
の
町
は
一
三
二
六
年
オ
ス
マ
ー
ン
朝
第
二
代
の
支
配
者
オ
ル
ハ
ン
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
、
以
後
最
初
期
の
首
都
と
な
っ
た
。
こ
の
町

は
度
々
地
震
の
被
害
を
受
け
、
ま
た
一
五
世
紀
初
め
の
テ
ィ
ー
ム
ー
ル
軍
や
第
一
次
世
界
大
戦
後
は
ギ
リ
シ
ア
軍
に
占
領
さ
れ
た
り
し
た
こ
と

も
あ
っ
た
が
、
オ
ス
マ
ー
ン
朝
初
期
の
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
が
多
数
残
っ
て
い
る
場
所
で
あ
る
。
オ
ス
マ
ー
ン
朝
第
四
代
の
支
配
者
で
、
～
時

は
ア
ナ
ト
リ
ア
の
ベ
イ
リ
ク
諸
政
権
を
一
掃
し
、
強
大
な
帝
国
を
作
り
上
げ
た
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
一
世
の
墓
廟
や
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
を
中
心
と
し
た

市
内
の
区
域
は
、
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
の
仇
名
に
ち
な
ん
で
現
在
「
ユ
ル
ド
ゥ
ル
ム
」
（
雷
光
の
意
味
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
区
域
の
中
心
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

分
に
あ
る
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
の
墓
廟
の
入
り
口
上
方
に
は
以
下
の
よ
う
な
内
容
の
ア
ラ
ビ
ア
語
で
三
行
分
の
碑
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
原
文
）

　
　
し
象
鳶
必
6
匠
」
∬
百
じ
r
レ
望
9
「
じ
「
七
ヒ
‘
し
翌
｛
」
レ
冠
一
右
」
じ
直
し
ポ
ヒ
夢

　
　
宅
ド
宝
、
毫
一
℃
し
㌧
転
蔭
蟄
臣
O
r
と
ヒ
‘
9
一
じ
「
e
∫
ヒ
老
⊂
｛
し
し
』
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
E
躊
妬
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（
日
本
語
訳
）

　
　
こ
れ
は
、
故
ス
ル
タ
ー
ン
、
バ
ー
ヤ
ズ
イ
ー
ド
・
ハ
ー
ン
・
プ
ン
・
ム
ラ
ー
ド
・
ハ
ー
ン
の
霊
園
【
ラ
ウ
ダ
】
で
あ
る
。
最
大
の
ス
ル
一
一
ン
、
ア
ラ
ブ

　
　
捌
刻
ゾ
屈
藍
鼠
劃
畑
，
顔
、
α
劃
旧
ぺ
、
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
・
ハ
ー
ン
・
プ
ン
・
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
・
ハ
ー
ン
ー
檀
が
筏
顔
王
朝
哲
一
潤
選
趣
些
レ
ぬ
を
凝
旨
伽
に
．

　
　
一
が
、
八
〇
九
年
ム
ハ
ッ
ラ
ム
月
の
初
め
に
こ
れ
を
造
っ
た
。

（
解
説
）

　
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
一
世
は
、
一
四
〇
二
年
ア
ン
カ
ラ
の
戦
い
で
申
央
ア
ジ
ア
の
大
征
怠
者
ア
ミ
ー
ル
・
テ
ィ
ー
ム
ー
ル
・
キ
ュ
レ
ゲ
ン
に
敗

れ
た
後
、
虜
囚
の
状
態
で
翌
年
ア
ナ
ト
リ
ア
の
ア
ク
シ
ェ
ヒ
ル
で
病
死
し
た
。
こ
の
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
の
廟
や
そ
れ
に
付
さ
れ
た
碑
板
は
、
ア

ン
カ
ラ
戦
後
の
、
い
わ
ゆ
る
「
空
位
期
間
」
に
作
ら
れ
て
お
り
、
八
〇
九
年
ム
ハ
ッ
ラ
ム
月
初
め
（
一
四
〇
六
年
六
月
一
八
日
）
に
こ
の
墓
廟
を

作
ら
せ
た
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
は
、
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
の
長
子
で
ル
ー
メ
リ
（
バ
ル
カ
ン
半
島
側
）
を
拠
点
に
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
の
後
継
者
争
い
に
名

乗
り
を
上
げ
た
が
、
ア
ナ
ト
リ
ア
を
支
配
下
に
置
い
た
ム
ハ
ン
マ
ド
一
世
（
メ
フ
メ
ド
・
チ
ェ
レ
ビ
ー
）
に
敗
れ
て
没
落
し
た
。
こ
の
碑
板
で
は
、

ム
ラ
ー
ド
（
一
世
）
i
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
（
一
世
）
…
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
の
三
代
は
い
ず
れ
も
「
ハ
ー
ン
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。
オ
ス
マ
ー
ン
朝
の
支
配
者
が
「
ハ
ー
ン
」
の
称
号
を
用
い
る
の
は
バ
！
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
の
父
、
ム
ラ
ー
ド
一
世
の
時
代
か
ら
見
ら
れ
る
が
、

元
来
ト
ゥ
ル
ク
民
族
の
名
門
の
出
身
で
は
な
く
、
西
ア
ジ
ア
に
移
動
し
て
き
た
ト
ゥ
ル
ク
マ
ー
ン
が
ア
ナ
ト
リ
ア
の
西
北
部
に
建
て
た
ベ
イ
リ

ク
か
ら
始
ま
っ
た
オ
ス
マ
ー
ン
朝
が
、
西
暦
六
世
紀
以
降
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
ト
ゥ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
的
歴
史
伝
統
の
中
で
特
別
な
権
威
を
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ら
れ
て
き
た
「
ハ
ー
ン
」
の
称
号
を
用
い
始
め
た
理
由
や
背
景
は
不
明
で
あ
る
。
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
に
は
「
最
大
の
ス
ル
タ
ー
ン
」
「
ア
ラ
ブ
と

ア
ジ
ャ
ム
の
王
た
ち
の
主
人
」
と
い
う
形
容
辞
が
附
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
類
す
る
表
現
は
、
上
述
の
よ
う
に
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
、
ベ
イ
リ

ク
時
代
の
碑
板
の
中
で
も
見
ら
れ
る
。
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③
エ
デ
ィ
ル
ネ
市
内
エ
ス
キ
・
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
入
口
上
方
の
定
礎
碑
板

　
エ
デ
ィ
ル
ネ
の
町
は
、
バ
ル
カ
ン
半
島
側
（
ル
ー
メ
リ
）
に
あ
り
、
＝
二
六
一
年
ム
ラ
ー
ド
一
世
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
、
そ
の
後
一
四
五
三

年
に
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
が
征
服
さ
れ
る
ま
で
オ
ス
マ
ー
ン
朝
の
首
都
と
な
っ
た
。
こ
の
町
の
中
心
部
に
は
オ
ス
マ
ー
ン
朝
最
大
の
建

築
家
と
さ
れ
る
ミ
イ
マ
ー
ル
・
ス
ィ
ナ
ー
ン
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
サ
リ
ー
ミ
ー
ヤ
（
セ
リ
ミ
イ
ェ
）
・
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
が
云
え
て
お
り
、
そ
れ
は

町
を
代
表
す
る
有
名
な
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
し
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
の
下
方
、
市
街
の
中
心
部
に
あ
る
の
が
古
（
エ
ス
キ
）
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ヤ
ー
ミ
ウ
で
あ
り
、
そ
の
入
口
上
方
に
以
下
の
よ
う
な
内
容
の
ア
ラ
ビ
ア
語
で
三
行
分
の
碑
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
原
文
）

　
　
忍
底
一
像
正
＝
か
ご
5
血
清
一
転
ゼ
と
互
鯨
一
ケ
ξ
レ
亀
二
つ
）
」
嘗
尾
｝
量

　
　
疇
墜
9
一
髪
O
r
p
些
』
し
し
一
気
冒
し
ヒ
尾
｝
脇
慶
し
珍
｛
ヤ
島
鉱
三
二
渉
猛
一
七
域
一
〇
匠
」

　
　
黛
ヒ
己
E
r
珍
旨
○
「
七
紀
r
9
汐
ζ
9
」
』
｝
石
些
ひ
耳
じ
匠
」
9
じ
匠
」
9
0
旨
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
E
9
』
愉
p
『
し
一
戸
鼻
孔
a
ガ
昆
亀
蚤
q
r

（
日
本
語
訳
）

　
　
　
預
言
者
　
　
筏
に
平
憾
む
超
1
…
は
儲
っ
た
。
神
の
た
め
に
マ
ス
ジ
ド
を
建
て
た
者
に
は
、
神
が
楽
園
に
｝
つ
の
家
を
建
て
る
で
あ
ろ
う
、
と
。
棚
悶

　
　
援
け
ら
れ
、
聖
戦
に
従
事
す
る
【
ム
ジ
ャ
ー
ヒ
ド
】
、
辺
境
に
駐
屯
す
る
門
ム
ラ
ー
ビ
ト
】
ス
ル
タ
ー
ン
、
そ
の
軍
旗
が
立
て
ら
れ
た
者
、
敵
に
打
ち
勝

　
　
つ
者
、
世
の
人
々
に
公
正
と
好
意
を
広
め
る
者
、
ス
ル
タ
ー
ン
の
子
の
ス
ル
タ
ー
ン
の
子
の
ス
ル
タ
ー
ン
、
ギ
ヤ
ー
ス
ッ
ド
ゥ
ン
ヤ
！
・
ワ
ッ
デ
ィ
ー

　
　
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
プ
ン
・
バ
ー
ヤ
ズ
イ
ー
ド
・
ハ
ー
ン
　
　
棉
が
蟹
碩
梅
が
哲
起
癒
旗
。
舷
レ
ぬ
㌔
：
苅
斑
傷
虹
に
彼
の
隙
引
臼
嚇
．
餐
が
．
に
虜
樹
引
引
に

　
　
一
が
八
～
六
年
シ
ャ
ツ
ワ
ー
ル
月
中
日
に
、
こ
の
聖
な
る
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
の
建
設
を
命
じ
た
。

（
解
説
）
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こ
の
碑
板
の
冒
頭
に
現
れ
る
ハ
デ
ィ
ー
ス
は
有
名
な
も
の
で
、
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
以
来
各
地
の
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
な
ど
の
入
口
に
掲
げ
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

碑
板
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
八
工
八
丁
シ
ャ
ツ
ワ
ー
ル
月
中
日
（
一
四
一
四
年
一
月
八
日
）
に
こ
の
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
の
建
設
を
命
じ
た
ム
ハ
ン
マ
ド
一

世
は
、
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
㏄
世
の
息
子
で
、
上
述
の
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
ら
の
兄
弟
を
打
倒
し
て
第
五
代
の
ス
ル
タ
ー
ン
と
な
り
、
テ
ィ
ー
ム
ー
ル

軍
に
惨
敗
し
た
オ
ス
マ
ー
ン
朝
を
復
活
さ
せ
た
。
こ
こ
で
ム
ハ
ン
マ
ド
は
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
以
来
の
「
ギ
ヤ
ー
ス
ッ
ド
ゥ
ン
ヤ
ー
・
ワ
ッ
デ
ィ
ー

ン
」
と
い
う
ラ
カ
ブ
を
以
て
呼
ば
れ
て
お
り
、
「
聖
戦
に
従
事
す
る
ス
ル
タ
ー
ン
」
と
い
う
形
容
辞
も
付
せ
ら
れ
て
い
る
。
オ
ス
マ
ー
ン
朝
は

異
教
徒
か
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
信
仰
を
守
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
領
域
を
拡
大
さ
せ
る
使
命
を
帯
び
た
ガ
ー
ズ
ィ
ー
や
ム
ジ
ャ
ー
ヒ
ド
と
呼
ば
れ
る
聖

戦
に
従
事
す
る
者
た
ち
の
集
団
の
征
服
活
動
か
ら
そ
の
国
家
形
成
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
聖
戦
士
意
識
は
王
朝
の
歴
史
を
通
じ
て

宣
揚
さ
れ
続
け
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
碑
板
に
現
れ
る
表
現
は
そ
の
典
型
的
な
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
碑
板
で
も
ム
ハ
ン
マ
ド
の
父

バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
に
は
、
前
掲
②
碑
板
と
同
じ
く
「
ハ
ー
ン
」
の
称
号
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

④
ブ
ル
サ
市
内
オ
ル
ハ
ン
・
ジ
ャ
こ
ミ
ウ
入
口
上
方
の
再
建
碑
板

　
ブ
ル
サ
市
内
の
中
心
部
に
市
内
最
古
の
オ
ス
マ
ー
ン
朝
時
代
の
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
で
あ
る
ウ
ル
・
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
が
位
置
し
て
い
る
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

東
隣
に
オ
ル
ハ
ン
・
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
が
あ
り
、
そ
の
入
口
上
方
に
以
下
の
よ
う
な
ア
ラ
ビ
ア
語
で
五
行
分
の
碑
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
原
文
）

　
　
亀
影
⊆
｛
E
塵
O
彰
一
9
窪
じ
「
ヒ
9
三
吉
⊂
虫
十
一
じ
F
ヒ
一
望
魁
コ
し
E
；
ぎ
激

　
　
　
一
ご
匹
τ
⊆
で
士
薯
で
歓
些
妃
し
魁
櫨
妬
蜜
E
一
墨
㌔
O
∬
猛
「
吾
伝
》
』
ど
ξ
」
象
」
ざ

　
　
　
　
　
　
ど
9
匹
b
9
愉
ρ
転
串
ゼ
三
号
志
》
9
彰
q
匡
ヒ
幽
し
一
9
監
」

（
日
本
語
訳
）

　
　
　
聖
戦
に
従
事
す
る
者
【
ガ
ー
ズ
イ
ー
、
ム
ジ
ャ
ー
ヒ
ド
】
た
ち
の
ス
ル
タ
ー
ン
、
ウ
ー
ル
ハ
ー
ン
・
ベ
グ
・
プ
ン
・
ウ
ス
マ
ー
ン
・
ベ
グ
…
i
二
人
の

129 （129）



　
　
撮
が
心
地
記
幸
島
曜
嬉
戯
を
凝
骸
に
…
が
、
こ
の
聖
な
る
建
物
（
の
建
設
）
を
七
四
〇
年
に
命
じ
た
。
そ
し
て
カ
ラ
マ
ー
ン
の
子
が
焼
き
、
そ
の
後
監

　
　
督
官
【
ナ
ー
ズ
ィ
ル
】
す
な
わ
ち
最
大
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
、
バ
…
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
・
バ
ー
シ
ャ
ー
が
、
ス
ル
タ
！
ン
の
子
の
ス
ル
タ
ー
ン
、
ス
ル
タ
ー
ン
・
ム

　
　
ハ
ン
マ
ド
・
プ
ン
・
バ
ー
ヤ
ズ
イ
ー
ド
・
ハ
ー
ン
　
　
ぞ
硬
描
か
が
茄
巌
劇
職
浮
び
と
ざ
瓢
翫
相
肩
に
一
の
指
示
に
よ
り
、
八
二
〇
年
に
（
再
建
を
）

　
　
命
じ
た
。

（
解
説
）

こ
の
碑
板
で
は
、
七
四
〇
（
一
三
三
九
…
四
〇
）
年
に
元
の
建
物
を
建
て
た
オ
ス
マ
ー
ン
朝
第
二
代
の
オ
ル
ハ
ン
（
ウ
ー
ル
ハ
ー
ン
〉
は
、
父
オ

ス
マ
ー
ン
（
ウ
ス
マ
ー
ン
）
と
共
に
、
「
ベ
グ
」
と
い
う
称
号
で
呼
ば
れ
て
、
「
聖
戦
に
従
事
す
る
者
た
ち
の
ス
ル
タ
ー
ン
」
と
称
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

こ
と
が
表
現
上
注
目
さ
れ
る
。
筆
者
の
考
え
で
は
、
こ
の
「
ベ
グ
」
と
い
う
称
号
こ
そ
が
本
来
の
オ
ス
マ
ー
ン
家
の
頭
目
た
ち
の
称
号
で
あ
り
、

碑
板
上
な
ど
で
は
ム
ラ
ー
ド
一
世
以
後
「
ベ
グ
」
が
「
ハ
ー
ン
」
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
前
掲
③
碑
板
と
同
じ
く
「
聖
戦
に
従
事
す

る
者
た
ち
の
ス
ル
タ
ー
ン
」
と
い
う
表
現
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
オ
ス
マ
ー
ン
朝
に
と
っ
て
、
そ
の
存
在
理
由
を
積
極
的
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
上

で
、
重
要
な
要
件
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
カ
ラ
マ
ー
ン
の
子
」
と
い
う
の
は
前
出
3
f
③
碑
板
を
残
し
た
、
ア
ナ
ト
リ
ア
の
ト
ゥ
ル
ク
マ
ー
ン
勢
力
を
代
表
す
る
カ
ラ
マ
ン
・
ベ
イ

リ
ク
の
こ
と
で
、
カ
ラ
マ
ン
・
ベ
イ
リ
ク
は
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
一
世
時
代
、
一
時
的
に
オ
ス
マ
ー
ン
朝
に
屈
服
さ
せ
ら
れ
た
が
、
ア
ン
カ
ラ
の

戦
後
勢
力
を
復
活
さ
せ
、
一
四
；
一
年
に
は
オ
ス
マ
ー
ン
朝
の
首
都
ブ
ル
サ
に
ま
で
来
冠
し
た
。
そ
の
際
に
オ
ル
ハ
ン
・
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
は
焼
か

れ
、
そ
の
後
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
の
子
で
、
彼
を
継
い
だ
ム
ハ
ン
マ
ド
一
世
時
代
の
八
二
〇
（
一
四
一
七
一
八
）
年
に
、
こ
の
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
が
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

建
さ
れ
た
こ
と
が
こ
の
碑
板
か
ら
分
か
る
。
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⑤
デ
ィ
メ
ト
カ
市
内
ウ
ル
・
ジ
ャ
⊥
ミ
ウ
入
口
上
方
の
定
礎
碑
板
（
写
真
5
）

ギ
リ
シ
ア
共
和
国
の
デ
デ
ィ
モ
テ
ィ
ホ
（
レ
馬
曇
§
蓉
て
）
、
ト
ル
コ
名
デ
ィ
メ
ト
カ
（
U
冒
象
訂
）
の
町
は
エ
デ
ィ
ル
ネ
南
方
約
三
〇
㎞
に
あ
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り
、
現
在
ギ
リ
シ
ア
・
ト
ル
コ
国
境
と
な
っ
て
い
る
マ
リ
ツ
ァ
河
の
支
流
ク
ズ
ル
・
デ
リ
河
畔
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
町
の
中
心
部
に
は
町

の
名
前
の
由
来
と
な
っ
た
二
重
の
城
壁
を
持
つ
城
砦
や
旧
市
街
が
残
っ
て
お
り
、
オ
ス
マ
ー
ン
朝
時
代
の
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
で
あ
る
ウ
ル
・

ジ
ャ
ー
ミ
ウ
も
そ
の
中
に
あ
る
。
現
在
こ
の
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
は
ム
ス
リ
ム
の
礼
拝
に
は
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
閉
鎖
申
で
あ
る
が
、
そ
の
入
口
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

方
に
以
下
の
よ
う
な
内
容
の
ア
ラ
ビ
ア
語
で
三
行
分
の
碑
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
原
文
）

　
　
狂
」
9
と
冠
一
窒
一
〇
田
匠
一
｝
藍
O
匿
一
＆
翌
一
差
C
臥
し
f
ビ
長
＝
『
ご
亙
墨

　
　
　
石
』
⊂
ど
し
些
ひ
奪
愁
し
些
転
登
寮
切
協
匡
一
藍
L
f
L
ド
面
二
㍗
達
一
い
、
蛋
ど
』
」
‘

　
　
9
＝
望
亀
七
穂
じ
亀
汐
ζ
魁
＝
し
じ
匠
」
亀
○
匠
」
覧
L
C
－
ど
些
奮
9
」
妬

　
　
志
亘
』
皇
旭
f
と
厨
“
》
《
二
尊
C
と
「
レ
一
し
濾
f
転
墜
転
レ
一
〇
鼠
O
昏
亀
じ
r
し
』
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
9
客
』
9
》
妬
島
暮
し
妬
些
発
し
も
》
⊆
亀
。
し
ζ

（
日
本
語
訳
）

　
　
　
こ
の
祝
福
さ
れ
た
る
マ
ス
ジ
ド
、
西
出
暑
い
礼
拝
の
場
の
建
設
は
、
輝
く
国
運
に
よ
り
天
に
援
け
ら
れ
、
常
勝
の
政
権
に
よ
り
敵
に
勝
利
す
る
、
最
大

　
　
の
ス
ル
タ
ー
ン
、
偉
大
な
ハ
ー
カ
ー
ン
、
地
上
に
あ
る
君
た
ち
の
神
の
影
、
ギ
ヤ
ー
ス
ッ
ダ
ウ
ラ
・
ワ
ッ
ド
ゥ
ン
ヤ
ー
・
ワ
ッ
デ
ィ
ー
ン
、
イ
ス
ラ
ー
ム

　
　
と
ム
ス
リ
ム
た
ち
の
援
助
者
四
ム
ギ
ー
ス
】
、
ス
ル
タ
ー
ン
の
子
の
ス
ル
タ
ー
ン
、
ア
ブ
ル
フ
ァ
ト
フ
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
イ
ブ
ン
・
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
…
ド
・

　
　
イ
ブ
ン
・
ム
ラ
ー
ド
・
イ
ブ
ン
・
ウ
ー
ル
ハ
ー
ン
・
イ
ブ
ン
・
ウ
ス
マ
ー
ン
　
　
現
撫
に
蔵
匪
℃
ば
い
：
橿
が
彼
砺
公
正
ざ
を
受
眺
漏
報
を
網
引
に
v
：
来
櫨

　
　
に
嶽
匪
で
ば
V
：
獣
往
に
託
墾
℃
．
べ
禎
が
い
：
筏
を
熱
蹴
に
静
思
制
ぜ
を
凝
引
に
一
篇
α
斑
が
筏
に
応
た
を
評
論
に
　
　
が
八
｝
瓢
二
年
ラ
ビ
ー
ウ
口
回
下
旬
に

　
　
命
じ
た
。

（
解
説
）

こ
の
碑
板
は
八
二
三
年
ラ
ビ
ー
ウ
王
立
下
旬
（
　
四
二
〇
年
四
月
六
日
1
｝
四
日
目
に
定
礎
さ
れ
た
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
に
付
せ
ら
れ
た
が
、
西
面
す
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る
壁
に
は
同
じ
書
体
で
、
別
の
碑
板
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
建
物
の
完
成
は
八
二
四
年
（
一
四
二
一
）
で
あ
る
。
こ
の
碑
板

で
は
マ
ス
ジ
ド
を
建
設
さ
せ
た
ム
ハ
ン
マ
ド
一
世
に
対
し
て
「
最
大
の
ス
ル
タ
ー
ン
」
と
「
偉
大
な
ハ
ー
カ
ー
ン
」
と
い
う
称
号
が
対
句
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
称
号
の
併
用
は
ほ
ぼ
同
時
代
に
完
成
さ
れ
た
ブ
ル
サ
の
イ
ェ
シ
ル
・
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
の
竣
工
碑
板
に
す
で
に
現
れ

て
い
る
が
、
こ
の
時
期
以
降
の
「
ス
ル
タ
ー
ン
」
と
「
ハ
ー
カ
ー
ン
」
称
号
の
併
用
は
オ
ス
マ
ー
ン
朝
の
支
配
者
を
特
徴
付
け
る
表
現
と
な
っ

て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
て
き
た
よ
う
に
、
＝
一
世
紀
の
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
以
来
、
「
ス
ル
タ
ー
ン
」
と
い
う
称
号
が
一
四
世
紀
前
半
の
ベ
イ

リ
ク
時
代
を
除
い
て
使
用
さ
れ
続
け
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
「
ハ
ー
カ
ー
ン
」
の
称
号
は
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
や
ベ
イ
リ
ク
時
代
に
使

用
さ
れ
た
例
が
な
い
。
早
く
は
前
出
4
1
①
碑
板
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
ハ
ー
カ
ー
ン
」
の
称
号
が
ム
ラ
ー
ド
一
世
の
時
代
以
来
使
用
さ
れ

て
き
た
理
由
や
根
拠
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
碑
板
を
含
め
て
以
後
の
オ
ス
マ
ー
ン
朝
の
支
配
者
は
各
種
の
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
に
付
さ

れ
た
碑
板
な
ど
で
「
ス
ル
タ
ー
ン
」
と
「
ハ
ー
カ
ー
ン
」
の
称
号
を
併
用
す
る
形
で
名
を
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
こ
の
碑
板
で

は
ム
ハ
ン
マ
ド
一
世
の
系
譜
は
始
祖
オ
ス
マ
ー
ン
の
名
前
ま
で
辿
ら
れ
て
お
り
、
オ
ス
マ
ー
ン
家
の
系
譜
が
初
代
ま
で
遡
っ
て
全
て
明
示
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

た
碑
板
は
、
こ
の
デ
ィ
メ
ト
カ
の
も
の
が
最
古
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
て
き
た
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
の
碑
板
な
ど
と
の
比
較
に
お
い
て
、

こ
の
碑
板
上
の
表
現
は
ス
ル
タ
ー
ン
の
ラ
カ
ブ
や
ク
ン
ヤ
の
使
用
を
は
じ
め
一
三
世
紀
の
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
の
も
の
に
近
い
。
違
い
は
セ
ル

ジ
ュ
ク
朝
時
代
に
「
ス
ル
タ
ー
ン
の
子
の
ス
ル
タ
ー
ン
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
と
、
「
ハ
ー
カ
ー
ン
」
称
号
の

使
用
と
い
う
点
だ
け
で
あ
る
。
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⑥
ブ
ル
サ
市
内
ム
ラ
ー
ド
ニ
世
廟
入
口
上
方
の
碑
板
（
写
真
6
）

ブ
ル
サ
市
内
の
ム
ラ
ー
ド
戴
立
や
そ
の
子
供
た
ち
、
妻
妾
の
墓
廟
や
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
、
ハ
ン
マ
ー
ム
な
ど
の
公
共
施
設
を
中
心
と
し
た
一
帯
は

「
ム
ラ
ー
デ
ィ
イ
ェ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
一
角
に
あ
り
、
ム
ラ
ー
デ
ィ
ー
ヤ
・
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
（
一
四
二
六
年
＝
月
完
成
を
記
録
す
る
碑
板



歴史的なモニュメントの碑刻銘文資料が語るもの（井谷）

あ
り
）
の
右
横
奥
手
に
ム
ラ
ー
ド
ニ
世
の
墓
廟
が
あ
る
。
こ
の
墓
廟
の
入
口
上
方
に
以
下
の
よ
う
な
内
容
の
ア
ラ
ビ
ア
語
で
三
行
分
の
碑
板
が

　
　
　
　
　
　
　
⑬

掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
原
文
）

　
　
㌢
㍗
田
せ
C
・
巨
C
し
C
壕
黛
。
三
一
・
色
f
レ
二
一
昏
警
」
弔
」
9
β
」
垂
鑑

　
　
　
」
レ
亀
ヒ
域
⊂
・
巨
一
｝
？
盲
一
隊
忘
匠
t
h
一
夕
『
¢
と
ご
ト
濫
一
年
‘
許
r
」

　
　
巨
「
》
些
警
y
O
唇
∩
』
C
・
E
一
7
亀
∩
域
C
・
匠
一
し
や
㌢
も
【
ヒ
‘
」
ζ
・
昼
一

　
　
〇
§
し
司
9
『
ど
悔
監
ド
L
C
“
匿
一
F
9
移
f
」
妬
ω
一
粒
一
〇
F
『
も
㌔
L
C
L
一
臣
ξ

　
　
　
じ
匡
一
9
レ
望
じ
F
監
一
〇
匠
」
9
0
匠
」
9
じ
匿
一
〇
E
一
撃
一
一
げ
f
量
ヤ
k
一

　
　
　
q
粒
｝
垂
匹
嘗
宝
墜
妬
O
匠
一
し
冨
㍗
t
疲
隊
一
。
顧
O
区
毒
ヒ
‘
O
匠
」
9
ピ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
g
鶴
妬
竃
」
歌
鍋
ヒ
｝
L
｛
セ
い
累
5
し
磁
臣
葱

（
日
本
語
訳
）

　
　
　
慈
悲
深
く
、
慈
愛
遍
ね
き
神
の
名
に
お
い
て
。
終
末
や
消
滅
を
超
越
し
て
独
り
永
続
す
る
神
に
称
賛
あ
れ
。
神
が
純
白
の
真
の
宗
教
を
も
っ
て
送
っ
た

　
　
者
（
使
徒
ム
ハ
ン
マ
ド
）
と
高
貴
な
る
そ
の
家
族
や
教
友
だ
ち
に
祝
福
あ
れ
。
さ
て
、
時
の
ス
ル
タ
…
ン
た
ち
の
ス
ル
タ
ー
ン
、
海
と
陸
の
諸
地
方
の
所

　
　
有
者
、
聖
戦
に
従
事
す
る
観
た
ち
【
ガ
…
ズ
ィ
ー
、
ム
ジ
ャ
ー
ヒ
ド
財
の
ス
ル
タ
ー
ン
、
弱
者
や
貧
窮
者
た
ち
の
避
難
所
、
恩
恵
を
与
え
る
王
（
神
）
の

　
　
摂
理
【
イ
ナ
…
ヤ
】
を
独
占
す
る
ウ
ス
マ
ー
ン
家
の
ス
ル
タ
ー
ン
た
ち
の
誇
り
、
ス
ル
タ
ー
ン
の
子
の
ス
ル
タ
ー
ン
の
子
の
ス
ル
タ
ー
ン
、
ス
ル
タ
ー

　
　
ン
・
ム
ラ
…
ド
・
プ
ン
・
ス
ル
タ
ー
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ビ
ン
・
ス
ル
タ
ー
ン
・
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
…
ド
・
ハ
ー
ン
！
至
高
な
る
神
が
彼
を
楽
園
の
部
屋
に

　
　
乳
量
が
ぜ
》
．
．
彼
に
赦
レ
下
降
未
を
溢
紐
ざ
日
傭
記
㌍
に
！
は
八
五
五
年
ム
ハ
ッ
ラ
ム
月
朔
日
木
曜
日
午
前
に
、
虚
妄
と
消
滅
の
家
か
ら
歓
喜
と
永
続
の

　
　
家
へ
、
苦
痛
と
悲
哀
の
場
所
か
ら
悦
楽
と
豊
か
さ
の
集
ま
る
場
へ
と
移
り
住
ん
だ
。

（
解
説
）
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こ
の
碑
板
に
は
寡
言
の
・
王
で
あ
る
ム
ラ
！
ド
柏
市
の
命
日
で
あ
る
八
五
五
年
ム
ハ
ッ
ラ
ム
月
朔
日
（
一
四
五
一
年
二
月
三
悪
）
と
い
う
日
付
が

出
て
く
る
。
ム
ラ
ー
ド
を
追
悼
す
る
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
と
し
て
の
墓
廟
に
付
せ
ら
れ
た
碑
板
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
典
型
的
な
墓
碑
銘
の
形

式
で
書
か
れ
て
い
る
。
「
海
と
陸
の
諸
地
方
の
所
有
者
」
と
い
う
ム
ラ
ー
ド
へ
の
形
容
辞
は
、
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
の
前
出
「
陸
と
ふ
た
つ
の

海
の
ス
ル
タ
ー
ン
」
（
－
1
③
④
碑
板
）
と
い
う
表
現
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
こ
の
形
容
辞
は
、
ま
た
ム
ラ
ー
ド
の
子
で
、
そ
の
後
継
者
と
な
っ

た
フ
ァ
ー
テ
ィ
フ
（
征
服
者
）
ム
ハ
ン
マ
ド
挙
世
時
代
以
降
「
ふ
た
つ
の
陸
の
ス
ル
タ
ー
ン
」
「
ふ
た
つ
の
海
の
ハ
ー
カ
ー
ン
」
と
い
う
表
現
へ

　
　
　
　
　
　
⑭

と
変
わ
っ
て
い
く
。

　
こ
の
章
で
は
、
ム
ラ
ー
ド
一
世
か
ら
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
…
ド
一
世
、
ム
ハ
ン
マ
ド
一
世
、
ム
ラ
ー
ド
二
世
と
オ
ス
マ
ー
ン
朝
の
初
期
四
代
の
ス
ル

タ
ー
ン
た
ち
の
時
代
に
建
立
さ
れ
た
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
扁
に
残
さ
れ
た
碑
板
六
点
の
内
容
を
紹
介
し
た
が
、
考
察
の
結
果
と
し
て
以
下
の
点
を

ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　
（
一
）
　
オ
ス
マ
ー
ン
朝
は
そ
の
初
期
か
ら
碑
刻
銘
文
資
料
の
中
で
「
聖
戦
に
従
事
す
る
門
ガ
ー
ズ
ィ
ー
、
ム
ジ
ャ
ー
ヒ
ド
】
」
支
配
者
で
あ

　
　
　
る
と
い
う
意
識
を
明
確
に
表
示
し
て
き
た
。
「
聖
戦
に
従
事
す
る
」
と
い
う
表
現
は
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
（
1
…
①
刻
文
）
や
ベ
イ
リ
ク
（
2

　
　
　
1
②
碑
板
）
時
代
の
例
に
も
現
れ
る
が
、
通
時
的
に
強
調
し
て
現
れ
る
の
が
オ
ス
マ
ー
ン
朝
時
代
の
特
徴
で
あ
る
。

　
（
二
）
　
一
四
世
紀
前
半
に
他
の
ベ
イ
リ
ク
の
支
配
者
た
ち
と
同
じ
く
、
オ
ス
マ
ー
ン
朝
の
支
配
者
も
「
ス
ル
タ
ー
ン
扁
と
い
う
称
号
を
用
い

　
　
　
て
い
た
確
証
は
な
い
。
ム
ラ
ー
ド
～
世
を
ふ
く
む
初
期
の
三
人
の
支
配
者
は
「
偉
大
な
ア
ミ
ー
ル
」
を
称
号
と
し
、
「
ベ
グ
」
を
名
乗

　
　
　
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　
（
三
）
　
ム
ラ
ー
ド
～
世
の
時
代
か
ら
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
に
付
さ
れ
た
碑
板
な
ど
で
「
ハ
ー
カ
ー
ン
」
と
い
う
称
号
が
「
ス
ル
タ
ー
ン
」
と

　
　
　
い
う
称
号
と
並
ん
で
使
用
さ
れ
始
め
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
以
前
の
ア
ナ
ト
リ
ア
の
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
や
ベ
イ
リ
ク
時
代
に
は
見
ら
れ
な
い

　
　
　
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
も
ム
ラ
ー
ド
一
世
以
後
、
オ
ス
マ
…
ン
朝
の
ス
ル
タ
…
ン
は
、
「
バ
…
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
・
ハ
ー
ン
」
（
②
③
④

　
　
　
⑥
碑
板
）
の
よ
う
に
「
ハ
ー
ン
」
号
を
付
し
て
表
わ
さ
れ
る
場
合
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
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（
四
）
　
一
丁
ー
一
三
世
紀
の
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
時
代
に
ス
ル
タ
ー
ン
の
名
前
の
一
部
門
し
て
多
用
さ
れ
た
「
～
ド
ゥ
ン
ヤ
ー
・
ワ
ッ
デ
ィ
ー

　
　
ン
」
の
よ
う
な
ラ
カ
ブ
の
使
用
は
、
オ
ス
マ
ー
ン
朝
時
代
に
も
見
ら
れ
る
が
、
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
て
次
第
に
減
少
す
る
傾
向
が
あ

　
　
り
、
ム
ラ
…
ド
ニ
世
を
最
後
に
見
ら
れ
な
く
な
る
。

（
五
）
　
一
四
世
紀
後
半
か
ら
｝
五
世
紀
前
半
に
至
る
オ
ス
マ
ー
ン
朝
初
期
の
時
代
で
も
、
碑
刻
銘
文
資
料
は
専
ら
ア
ラ
ビ
ア
語
で
書
か
れ
て

　
　
お
り
、
ペ
ル
シ
ア
語
、
ト
ゥ
ル
ク
語
の
も
の
は
な
い
。
ま
た
、
上
記
の
よ
う
に
オ
ス
マ
ー
ン
朝
の
支
配
者
た
ち
は
「
ハ
ー
カ
ー
ン
」
と

　
　
い
う
称
号
を
用
い
て
も
「
ト
ゥ
ル
ク
」
と
い
う
民
族
名
を
用
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

歴史的なモニュメントの碑刻銘文資料が語るもの（井谷）

①
こ
の
碑
板
は
〉
ぴ
鼠
巳
ξ
ヨ
誇
↓
謀
Φ
菩
δ
臓
ζ
肉
潔
§
b
q
ミ
ミ
9
ミ
窺
、
誉

　
達
ミ
ミ
導
誉
寒
き
（
『
初
期
オ
ス
マ
ー
ン
朝
建
築
に
お
け
る
文
字
馳
Y
》
p
ζ
斧

　
の
O
O
一
．
ω
■
＝
P
に
テ
ク
ス
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
（
以
下
で
の
略
称
は

　
↓
臥
舞
鷺
。
魅
¢
）
ま
た
、
こ
の
碑
板
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
は
、
拙
稿
門
イ
ズ
ニ

　
ク
」
碑
板
⑥
の
解
説
を
参
照
。

②
♂
ミ
砺
ミ
窪
b
誉
ミ
ミ
鼻
【
。
×
8
p
莚
ぴ
ρ
霧
8
ヨ
膨
σ
Q
審
山
、
旨
⑦
器
曾
。
p
…
8

　
冨
「
ρ
O
臥
み
ヨ
。
蔓
謝
し
d
・
拶
O
o
睾
α
q
巳
屋
ρ
け
押
δ
ヨ
Φ
匙
2
邑
Φ
ヨ
。
（
号
舞
δ
ヨ
①

　
身
帥
σ
q
⑦
）
甲
℃
p
膏
し
。
。
謡
も
層
認
ω
．
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
表
記
で
は
（
亀
「
O
冶
）
と

　
な
っ
て
い
る
。
イ
ブ
ン
・
バ
ッ
ト
ゥ
ー
タ
、
イ
ブ
ン
・
ジ
ユ
ザ
イ
イ
編
、
家
島
彦

　
一
訳
注
『
大
旅
行
記
3
』
平
凡
社
、
東
洋
文
庫
六
三
〇
、
｛
九
九
八
年
、
三
＝
一
…

　
頁
。

③
↓
細
論
愈
轟
芦
逡
’
こ
の
碑
板
の
左
右
に
は
「
フ
サ
イ
ン
・
プ
ン
・
ア
リ
…
」

　
と
い
う
人
物
の
手
で
八
〇
九
年
ラ
ビ
ー
ウ
H
月
（
一
四
〇
六
年
九
一
一
〇
月
）
に

　
建
物
が
完
成
し
た
こ
と
を
伝
え
る
碑
板
が
残
っ
て
い
る
。

④
網
稿
「
イ
ズ
ニ
ク
」
⑤
b
碑
板
の
解
説
参
照
。

⑤
3
｛
鼻
曾
。
鰹
戸
鑓
蝉

⑥
拙
稿
「
ビ
ー
ビ
ー
・
ハ
ヌ
ム
」
八
頁
・
一
三
頁
参
照
。

⑦
↓
艮
①
溶
δ
瞥
戸
お
野

⑧
オ
ル
ハ
ン
及
び
ム
ラ
ー
ド
一
世
が
「
ベ
グ
」
の
称
号
を
付
さ
れ
て
い
る
碑
板
の

　
例
と
し
て
網
稿
「
イ
ズ
ニ
ク
」
所
収
碑
板
⑤
を
参
照
。
ま
た
、
イ
ブ
ン
・
バ
ッ
ト

　
ゥ
～
タ
は
ブ
ル
サ
の
ス
ル
タ
ー
ン
と
し
て
、
オ
ル
ハ
ン
に
門
ベ
グ
篇
の
称
号
を
付

　
け
て
呼
ん
で
い
る
。
上
述
一
◎
誌
題
眠
專
鳶
じ
σ
ミ
ミ
ミ
き
〔
Φ
×
審
p
類
σ
ρ
や
ω
b
。
駆
．
家

　
島
彦
一
訳
注
『
大
旅
行
記
3
』
三
一
一
冒
ハ
。

⑨
こ
の
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
を
再
建
し
た
バ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
・
パ
シ
ャ
が
ア
マ
ス
ヤ
の
町

　
に
残
し
た
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
の
碑
板
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ア
マ
ス
や
縣
碑
板
⑤
を
参

　
照
。

⑩
こ
の
碑
板
は
閃
ζ
①
簿
国
舞
ご
〉
賓
く
2
臼
甲
臨
鰭
こ
風
調
9
§
§
鳶
ミ
蝕
㌧
ミ
識

　
穿
ミ
ミ
黛
b
o
ミ
曹
駐
§
鳩
ざ
こ
§
ミ
§
堵
≧
毫
ミ
ミ
簿
b
■
じ
σ
餌
し
。
貫
犀
営
ぴ
鳥

　
卜
⊃
O
O
ρ
ω
’
鱒
0
9
酬
ω
ヨ
螢
臨
¢
ご
お
g
。
百
訓
ざ
ミ
§
ミ
ミ
§
黎
邸
、
藤
ミ
篤
ミ
ミ
蔦
肉
挺
蔑
ミ
貰

　
暗
影
警
一
b
O
8
「
ψ
こ
・
。
。
に
テ
ク
ス
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
爾
者
と
も
三
行

　
目
に
あ
る
、
ム
ハ
ン
マ
ド
…
世
に
附
け
ら
れ
た
讃
辞
の
部
分
が
き
ち
ん
と
読
め
て

　
お
ら
ず
、
信
頼
で
き
な
い
。
こ
の
碑
板
の
解
読
は
、
す
で
に
拙
稿
門
ク
ズ
ル
デ

　
リ
・
テ
ッ
ケ
で
の
墓
、
碑
銘
調
査
と
デ
ィ
メ
ト
カ
（
O
巨
Φ
穿
悌
）
の
ム
ハ
ン
マ
ド
一

　
世
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
の
碑
板
解
読
」
科
学
研
究
費
・
基
盤
研
究
（
B
）
（
2
）
《
研
究
課

　
題
》
「
「
ア
レ
ヴ
ィ
ー
・
ベ
ク
タ
シ
」
集
団
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
社
会
的
・
文
化
的

　
秩
序
の
変
化
と
持
続
ー
ト
ル
コ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ト
ル
コ
系
集
団
を
中
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心
と
し
て
一
」
『
調
査
研
究
・
論
考
編
臨
（
研
究
代
表
者
一
佐
町
費
）
二
〇
〇
七

　
年
、
四
六
i
四
七
頁
に
発
表
し
て
い
る
が
、
再
録
し
た
。
～
〇
七
八
年
ラ
マ
ダ
ー

　
ン
月
（
エ
ハ
六
八
年
二
一
三
月
）
に
こ
の
町
を
訪
れ
た
エ
ヴ
リ
ヤ
ー
・
チ
ェ
レ

　
ビ
ー
の
『
旅
行
記
瞼
の
中
で
こ
の
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
は
「
ユ
ル
ド
ゥ
ル
ム
・
バ
…
イ
ェ

　
ズ
ィ
…
ド
・
ハ
ー
ン
の
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
碑
板
の
記
録
か
ら
見

　
て
、
ム
ハ
ン
マ
ド
一
世
の
造
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
前
掲
拙

　
稿
「
デ
ィ
メ
ト
カ
扁
四
五
頁
参
照
。

⑪
イ
ェ
シ
ル
・
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
は
八
二
二
年
ズ
ル
ヒ
ッ
ジ
ャ
月
（
一
四
　
九
年
～
二

　
月
1
｝
四
二
〇
年
一
月
）
に
完
成
し
た
こ
と
が
、
入
口
上
方
に
掲
げ
ら
れ
た
碑
板

　
の
記
録
か
ら
わ
か
る
。
そ
の
碑
板
で
は
ム
ハ
ン
マ
ド
一
世
に
つ
い
て
「
万
有
の
主

　
に
援
け
ら
れ
た
、
最
大
の
ス
ル
タ
ー
ン
、
最
も
高
貴
な
ハ
ー
カ
ー
ン
、
束
と
西
の

　
ス
ル
タ
ー
ン
、
ア
ジ
ャ
ム
と
ア
ラ
ブ
の
ハ
ー
カ
ー
ン
扁
と
い
う
形
容
辞
が
付
け
ら

　
れ
て
い
る
。
日
田
舞
曾
。
鰹
F
一
G
。
◎

⑫
筆
者
は
、
二
〇
〇
六
年
八
月
に
現
地
を
訪
れ
る
ま
で
こ
の
碑
文
の
存
在
や
内
容

　
を
知
ら
ず
、
拙
稿
「
ふ
た
つ
の
」
（
二
〇
頁
）
の
中
で
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
あ
る

　
「
フ
ァ
ー
テ
ィ
フ
・
ジ
ャ
；
ミ
ウ
」
の
碑
板
に
見
え
る
、
七
人
の
ス
ル
タ
…
ン
の

　
名
が
現
れ
る
、
オ
ス
マ
ー
ン
家
の
系
譜
が
最
古
の
例
で
あ
る
と
し
た
が
、
・
訂
正
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑬
こ
の
碑
板
は
↓
a
①
蔦
δ
瞥
F
卜
⊃
逡
に
テ
ク
ス
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

⑭
拙
稿
「
ふ
た
つ
の
」
中
の
「
バ
…
ブ
・
フ
マ
ー
ユ
ー
ン
」
碑
板
の
解
説
参
照
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
は
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
実
見
・
調
査
す
る
こ
と
が
出
来
た
、
西
暦
一
ニ
ー
一
五
世
紀
の
ア
ナ
ト
リ
ア
、
ル
ー
メ
リ
な
ど
の
各
地
に

残
さ
れ
た
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
に
付
せ
ら
れ
た
計
一
五
点
の
粗
刻
銘
文
資
料
を
紹
介
し
て
そ
れ
ら
の
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
に
残
さ
れ
た
碑
板
な

ど
が
伝
え
る
内
容
を
検
討
し
、
特
に
そ
れ
ら
の
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
を
残
さ
せ
た
支
配
者
た
ち
の
称
号
な
ど
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
か

を
考
察
し
た
。
本
稿
全
体
の
ま
と
め
と
し
て
、
以
下
の
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

一．

{
稿
で
取
り
上
げ
た
下
刻
銘
文
資
料
の
内
容
は
、
ア
ナ
ト
リ
ア
の
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
、
ベ
イ
リ
ク
、
オ
ス
マ
ー
ン
朝
の
支
配
者
の
正
統
性
や

栄
誉
、
武
勲
を
褒
め
称
え
、
支
配
者
の
長
寿
を
祈
願
す
る
讃
辞
、
美
辞
麗
句
、
定
型
句
、
先
例
踏
襲
に
満
ち
た
世
界
で
あ
り
、
表
現
の
妙
を
凝

ら
し
た
美
文
・
名
文
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
支
配
者
や
王
朝
の
特
性
に
合
わ
せ
て
考
案
・
使
用
さ
れ
た
。



二
．
本
稿
で
取
り
上
げ
た
各
時
代
の
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
た
る
建
築
物
に
付
せ
ら
れ
た
碑
板
な
ど
は
、
写
本
や
文
書
の
よ
う
に
特
定
の
（
少
数

の
）
読
者
を
想
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
日
々
の
礼
拝
（
ス
ン
ニ
ー
は
通
常
一
日
に
五
度
）
に
用
い
ら
れ
る
マ
ス
ジ
ド
や
ジ
ャ
ー
ミ
ウ
な
ど
の
入

口
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
、
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
、
不
特
定
多
数
の
人
間
が
目
に
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
単
に
支
配
者
個
人
の

称
賛
に
と
ど
ま
ら
ず
、
普
遍
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
信
仰
の
称
揚
、
神
と
預
覇
者
へ
の
賛
美
も
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
般
民
衆
は

識
字
率
が
高
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
人
々
が
そ
の
伝
え
る
内
容
を
理
解
で
き
た
の
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
ム
ス
リ
ム
社
会
の
教
養
あ
る
知
識
人
で
あ
る
ウ
ラ
マ
ー
た
ち
の
い
く
ら
か
は
内
容
を
理
解
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

歴史的なモニュメントの碑刻銘文資料が語るもの（井谷）

三
．
ア
ナ
ト
リ
ア
は
西
暦
一
一
世
紀
後
半
に
初
め
て
ム
ス
リ
ム
が
支
配
す
る
領
域
に
加
え
ら
れ
た
地
域
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
一
六
世
紀
に
ユ
ー

ラ
シ
ア
と
ア
フ
リ
カ
に
ま
た
が
る
広
大
な
領
土
を
支
配
し
た
オ
ス
マ
ー
ン
朝
も
生
ま
れ
た
。
本
稿
で
の
考
察
範
囲
は
、
紙
数
の
関
係
で
西
暦
一

五
世
紀
前
半
ま
で
に
限
ら
れ
、
そ
の
期
間
の
す
べ
て
の
資
料
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
代
表
す
る
碑
刻
銘
文
資

料
の
実
例
が
提
示
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。
オ
ス
マ
ー
ン
朝
支
配
者
た
ち
の
「
ハ
ー
ン
」
号
や
「
ハ
ー
カ
ー
ン
」
と
い
う
称
号
の
使
用
な
ど
、

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
使
用
の
背
景
や
理
由
は
明
ら
か
に
出
来
な
か
っ
た
が
、
通
時
的
な
比
較
に
よ
り
前
代
の
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
や
ベ
イ
リ
ク
時

代
と
支
配
者
の
称
号
や
そ
れ
ら
を
使
用
さ
せ
る
意
識
の
上
で
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。
そ
し
て
オ
ス
マ
ー
ン
朝
で
一
五
世

紀
前
半
ま
で
に
慣
例
と
な
っ
た
「
ハ
ー
ン
」
号
や
「
ハ
ー
カ
！
ン
」
称
号
の
使
用
は
、
以
後
伝
統
と
な
り
、
領
内
に
続
々
と
建
設
さ
れ
て
い
っ

た
「
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
に
付
さ
れ
た
碑
板
な
ど
の
中
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
追
手
門
学
院
大
学
国
際
教
養
学
部
）
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写真1　コンや市内アラーウッデ．イーン・ジャーミウの木製ミンバ．ル刻文
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歴史的なモニュメントの碑刻銘文資料が語るもの（井谷）

写真2　スィヴァス市内ダールッスィッハ入口上方の碑板

　　　　・搬慧、し墨1～

　　　　　　　　属
聯

蠣．囑

饒

写真3　コンや市内アラーウッデイーン・ジャーミウ北面壁面の碑板
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　　　　　　　　写真4　マニサ市内ウル・ジャーミウの入口上方の碑板

鍵蟻麟繕驚鍵難

写真5　ディメトカ市内ウル・ジャーミウ入口上方の定礎碑板

写真6
．ラル罵内。ラ響三臨入。上方騒板
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The　Goganji　and　Emperors　of　the　｝leiaR　Period：　Concentrating　on

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　gth　and　10th　Centuries

by

HoRI　Yutaka

　　Goganji　（impexial　vow　temples）　is　the　term　for　temples　that　were　constructed

by　emperors　（tenno），　empresses　（leogo），　oy　former　emperors，　and　also　for　temples

that　petitioned　an　emperoy　for　such　status．　These　temples　operated　in　close　asso－

ciation　with　the　emperor　throughout　his　life．　Goganji　first　appeared　in　the　9th　cen－

tury，　and　thereafter　the　goganji　of　the　emperors　gradually　gained　preeminence

over　other　temples．　By　the　latter　half　of　the　10th　century，　the　goganji　of　the

emperors　began　to　be　viewed　as　increasingly　important　as　a　result　of　changes　in

the　temple　system，　and　the　authority　of　the　emperor　was　formally　enhanced．

Moreover，　the　tumuli　of　the　emperors　（sanayo）　which　were　related　with　the

goganji　underwent　a　gr’eat　transformation　in　the　last　part　of　the　10th　century　and

the　early　portion　of　the　11th　century．　The　author　believes　that　due　to　these　fac－

tors　the　transfoi　rnation　of　the　goganji　was　a　phenomenon　that　occurred　as　a　result

of　the　change　in　the　religious　nature　of　imperial　authority．

A　Study　of　Some　Monumental　lnscriptions　of　the

　　　　　　　　　　12th－15th　Century　Anatolia

by

ITANI　Kozo

　　In　this　article　1　present　the　Arabic　texts　of　14　stone　and　one　wooden　inscrip－

tions，　their　Japanese　translations　and　commentaries　on　their　contents．　The　inscrip－

tions　come　from　the　second　haif　of　the　12th　to　the　furst　haif　of　the　15th　century

and　are　found　in　Anatotia　and　Rumelia　（Konya，　Sivas，　Alanya，　Karatay－Han　near

Kayseri，　Beyshehir，　Manisa，　Karaman，　Antalya，　lznik，　Bursa，　Edirne，　Dimetka）．　I

visited　al｝　the　monurnents　that　are　the　sources　of　the　inscriptions　presented　in　this

（284）



za’ticle．　An　investigation　of　the　contents　of　these　inscriptions　｝ed　to　the　following

conclusions．

1．　ln　the　Seljuqid　periods，　sovereigns　used　the　£it｝es　sultan　and　shahanshah，　which

means　“king　of　the　kings”　in　Persian，　in　their　inscriptions．　The　Seljuq　sil｝tans　in

Anatolia　also　made　use　of　the　expressions　like　nasir　（assistant），　qasim　（partner），

orδ漁z（prooD　of“ami〆α肱’癬蜘the　commander一圃ef　of　the　believers）．

The　use　of　these　expressions　n？akes　clear　the　importance　of　the　Abbasid　Khalifate

in　the　Seljuq　dynasty　of　Anatotia．　After　the　Mongol　at£acl〈s　on　Baghdad　and　the

downfall　of　the　Abbasid　Khalifate　in　the　middle　of　the　13th　century，　such　expres－

siens　cease　to　appear　in　the　inscriptions．

2．　ln　the　first　haif　of　the　14th　century，　the　sovereigns　of　the　local　Beytiks　prefer－

red　to　use　the　title　of　al－amir　al－kabir　（great　amir）　in　place　of　sultan　of　the　Seljuq

periods．　Except　for　a　few　examples　from　the　Mongol　（the　ll－Khan）　sovereigns，

such　as　Uljaitu　and　Abu　Sa’id，　the　local　sovereigns　in　Anatolia，　including　the　early

Ottomans，　did　not　use　the　title　of　sultan　in　their　monumental　inscriptions．　But　dur－

ing　the　second　half　of　the　same　century，　£here　appear　examples　of　the　title　sultan

being　used　iR　some　inscrjptions．　lt　is　worth　noting　that　the　use　of　the　title　khaqan

appears　in　some　inscriptions　form　the　reign　of　Murad　1，　the　third　sovereign　of　the

Ottornan　dynasty．　The　reason　why　the　Ottoman　sovereigns　were　titled　khaqan　is

not　clear．　ln　comparison　with　the　Seljuq　period，　the　use　of　laqab，　li1〈e　Ghiyath　a｝一

Dunya　wa　al－Din，　for　the　sovereigns　became　less　restricted　among　the　early　Otto－

mans．

3．　From　the　reign　of　Muhammad　1，　the　Ottoman　sovereigns　made　use　of　the　two

£itles，　sultan　and　lehaqan　together　in　their　inscriptions．　The　famous　conqueror　of

Istanbul，　Muharnmad　II　（Fatih），　caBed　himself　“sultan　al－barrayn”　（sultan　of　the

two　lands）　lehaqan　al－bahrayn　（lehaqan　of　the　two　seas）　in　the　inscription　of　Bab－i

Humayun　in　lstanbul．　These　dual　expressions　became　the　othcia1　tities　of　the　Otto－

man　sovereigns　after　Muhammad　the　Conqueror．

Un　essai　sur　la　me’moire　de　Napo160n

par

TAI〈ENAI〈A　Koji

DaRs　1’6tude　de　la　16gende　napo160nienne，　il　y　a　peu　de　travaux　de　recherches
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